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はじめに 

 

災害救助法第４条に規定されている「被災した住宅の応急修理」については、平成８年度に「住

宅の応急修理マニュアル」を作成し、その後、平成 19年度及び平成 25年度に改定しました。 

平成 25年度のマニュアル改定では、東日本大震災の経験を基に、県の関係部局や市町村との調

整・検討を重ね、災害時に迅速かつ円滑に災害にあった住宅の応急修理を実施できるよう、県と市

町村の役割分担の明確化を図り、原則として応急修理の主体業務を実施する市町村向けのマニュア

ルとして見直しを行い、併せて、災害救助法施行令において規定されている「災害によって住居又

はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼしているものの除去(障害物

の除去)」についても、新たにこのマニュアルに追加しました。 

今回のマニュアル改定では、令和元年東日本台風（台風第 19号）によって、県内に約 45年ぶり

に災害救助法が適用され、住宅の応急修理及び障害物の除去制度を実施した経験を踏まえ、実務に

沿った見直しを行っています。 

 
 

【救助の大まかな流れと県と市町村の役割分担】 
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※２ 救助実施市は、自ら「災害救助法適用決定」及び「災害救助法公示」を行う 

※３ 救助実施市を含む 
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（１）マニュアルの位置付け 

このマニュアルは、住宅の応急対策のうち、住宅の応急修理及び障害物の除去について、災害

救助事務の流れを整理したもので、これにより、発災時に迅速な対応を図れるようにすることを

目的にしています。 

なお、大規模災害が発生した際に、県及び市町村等が行う住宅の応急対策をまとめると、おお

むね下図のとおりとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

    

  

    

  

    

    

  

  

  

  

  

    

  

  

  

    

  

    

  

    

  

    

    

    

  

  

○自力で修繕や障害物の除去ができない被災者に代わり、行政が 
  応急的な措置を行う。 
 （応急修理：災害救助法第４条第１項第６号） 
 （障害物除去：災害救助法第４条第１項第 10号に基づく政令 
        第２条第１項第２号） 

□ 一時提供住宅供給 

□ 応急仮設住宅供給 

住宅の応急対策 

□ 被災調査・応急措置 ■ 公営住宅応急対策 

■ 持ち家再建支援 

■ 応急住宅供給対策 

□ 住宅の応急修理・障害物の除去 

 神奈川県 一時提供住宅供給マニュアル（令和３年６月） 

○公営・公社住宅等を活用して被災者に対し、一時使用の住宅を 
  供給する。 

○自力再建が困難な被災者に対し、応急的な住宅を整備し、提供す
る。（災害救助法第４条第１項第１号） 

 神奈川県 応急仮設住宅供給マニュアル（令和３年６月） 

□ 被災住宅再建支援 

○住宅再建のための相談窓口（技術相談・住宅金融相談等）を設置 
  する。 
○融資制度の拡充要請等を行う。 

 神奈川県 被災住宅再建支援マニュアル（平成 27年４月） 

 神奈川県 応急仮設住宅建設候補地データベース 

○ 公営住宅の被災状況を調査し、応急的な措置を行う。 

 地震時行動マニュアル 
 （神奈川県県土整備局マニュアル内に記載） 

 神奈川県 住宅の応急修理・障害物の除去マニュアル 
（令和３年６月） 
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（２）マニュアルの適用 

このマニュアルは、県内に災害救助法が適用された場合に、住宅の応急修理や障害物の除去が

必要な被災者に対して、災害救助事務を行う際のマニュアルです。 

なお、救助事務の実施にあたっては、本マニュアルのみによらず、最新の関係法令、災害救助

事務取扱要領、近年の災害時の他自治体等の対応を参考に柔軟に対応するものとします。 

また、災害の状況、執行体制等により、このマニュアルによる対応が困難と判断される場合に

は、関係機関と連携を図りながら適宜対応します。 

 

（３）マニュアルに関係する協定団体 

神奈川県は、災害時における住宅の応急修理・障害物の除去に関し、次の団体と協定を締結

しています。 

タイプ 団体名 マニュアル上の略称 

応急修理・ 

障害物の除去 

①(一社)神奈川県建設業協会 神建協 

②(一社)全国木造建設事業協会 全木協 

③(一社)神奈川県建築士事務所協会 神事協 

応急修理のみ ④神奈川県電気工事工業組合 神電工組 

※各団体との協定締結状況や協定内容は、資料集P.85を参照 

 

（４）マニュアルで使用する用語 

用 語 説 明 

法 災害救助法 

政令 災害救助法施行令 

省令 災害救助法施行規則 

協定団体 

 

神建協、全木協、神事協、神電工組 

（工事を行う協定団体は、神建協、全木協、神電工組の３団体） 

 

（５）マニュアルの見直し 

 本マニュアルは、発災時に住宅の応急修理や障害物の除去の迅速な実施を行うことを目的と

しているため、適時に見直しを行い、実効性のあるものに更新していくものとします。 
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第１章 制度概要 
１ 制度概要 

（１）災害救助法 

災害救助法は、災害に際して、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協

力の下に、応急的に必要な救助を行い、被災者の保護と社会の秩序の保全を図ることを目的と

して、昭和 22年に施行された法律です。 

この法律では、都道府県知事又は救助実施市の長（以下「都道府県知事等」という。）が現

に救助を必要としている者に対して行う救助について定めています。 

なお、救助実施市は、平成 31年４月１日施行の改正災害救助法により新たに創設された制度

であり、災害救助の円滑かつ迅速な実施を図るため、救助実施市が自らの事務として被災者の

救助を行うことが可能となりました。本県では、横浜市、川崎市及び相模原市が救助実施市に

指定されています。 

 

（２）救助の種類 

災害救助法に基づく救助の種類は、法第４条第１項に定められており、そのうちのひとつと

して、同項第６号に「被災した住宅の応急修理」があります。また、同項第 10号に基づく政令

第２条第２号に「災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著し

い支障を及ぼしているもの（以下「障害物」という。）の除去」があります。この他には、

「避難所及び応急仮設住宅の供与」、「炊出しその他による食品の給与及び飲料水の供給」、

「被災者の救出」などがあげられています。 

救助の程度、方法及び期間については、法第４条第３項及び政令第３条の規定に基づき、内

閣総理大臣が定める基準に従い、都道府県知事等がこれを定めることとなっています。 

神奈川県では、「災害救助法施行細則による救助の程度等（最終改正令和２年８月 25日告示

第 342号）」により、救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の程度を定めています。 

 

（３）住宅の応急修理の概要（法第４条第１項第６号） 

住宅の応急修理とは、災害により住家に大規模半壊、半壊、半焼若しくは準半壊※の被害を

受け、そのままでは当面の日常生活を営むことができない者に対し、元の住家に引き続き住め

るように日常生活上必要最小限度の部分を応急的に修理するものです。（半壊、半焼、準半壊

の場合は自らの資力で応急修理をすることができない者に限る） 

修理の対象となるのは、居室、炊事場、便所等の日常生活に必要となる最小限の部分であり、

対象の部位も、①屋根・外壁・柱梁・床等の基本部分、②窓等の開口部、③上下水道等の配管・

配線、④トイレ等の衛生設備等と限定されており、内装の修理は原則対象になりません。（P.6

「住宅の応急修理の対象範囲」参照） 

また、市町村が被災者に代わって直接修理（現物支給）を行うものであるため、市町村が修

理業者に直接発注を行うことになります。 

 

 ※これまでは、大規模半壊、半壊のみが対象でしたが、令和元年 10月 23日より、準半壊（被

害の程度が 10％以上 20％未満）も対象となりました。（令和元年８月 28日以後に法適用さ

れた災害による被害が対象） 
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 （注）令和２年７月 16日付内閣府通知「応急修理期間中における応急仮設住宅の使用について」を受け、 

「令和２年７月豪雨」では、応急修理期間中の応急仮設住宅の使用を可能とする運用が図られました。

（令和２年７月 17日内閣府事務連絡） 

 
「災害救助法の概要（令和２年度版）内閣府政策統括官（防災担当）避難生活担当、被災者生活再建担当」より引用 

 

(注) 
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※令和元年台風１９号における住宅の応急修理実施要領別紙１「応急修理にかかる工事例」より抜粋 

（床の補修と併せて行わ
ざるを得ない必要最小
限の畳の補修を含む） 

対象とします。家電製品は、対象外です。洗浄・消毒は、対象外です。 

家電か 
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（４）障害物の除去の概要（法第４条第１項第 10号、令第２条第２号） 

障害物の除去とは、災害により住家に半壊、半焼若しくは床上浸水の被害を受け、自らの

資力では障害物の除去ができない者を対象に、住居又はその周辺に運ばれた土砂、竹木等

で、日常生活に著しい支障を及ぼしているものを除去することで、元の住家に引き続き住め

るようにするものです。 

居室、台所、玄関、便所等に流入した土砂等の障害物を市町村が被災者に代わって直接除

去（現物支給）を行うものであるため、市町村が施工業者に直接発注を行うことになりま

す。 

なお、費用の限度額は下記のとおりですが、複数世帯の障害物を一帯的に除去する場合

は、対象世帯の平均額が限度額以内に納まる範囲であれば対象となります。 

 

 
「災害救助法の概要（令和２年度版）内閣府政策統括官（防災担当）避難生活担当、被災者生活再建担当」より引用 
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（５）県・救助実施市・市町村の主な役割分担 

 県 救助実施市 
市町村 

（救助実施市除く） 

救助体制の構築 ※２ ○ ○  

県内の広域調整 ○   

国との調整 ※３ ○ ○  

救助の実施主体  ○ ○ 

被災者への支援  ○ ○ 

財源負担 ○ ○ ※１ 

 ※１ 救助を実施するにあたり、工事費用等の救助費を一時的に拠出する必要があります（繰替支

弁）。ただし、この費用は最終的に県から負担金として精算交付されるため、実質的な負担はあり

ません。 

 ※２ 県と救助実施市は連携・協力して、国・協定団体との調整を行うなど救助体制の構築を行いま

す。 

 ※３ 県及び救助実施市が国と調整した事柄は、適切な救助事務実施のため、互いに情報共有を行いま

す。 

 

（６）災害救助法に基づく市町村への委任事務 

法第 13条に基づき、県は市町村（救助実施市を除く）に、住宅の応急修理及び障害物の除

去の事務を委任します。 
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２ 住宅の応急修理・障害物の除去に関する業務の流れ 

（１） 事務処理フロー（全体） 

 
 

被災者 修理業者
市町村

 【救助実施市】※1

県（住宅計画課）
　【救助実施市】※1

県災害対策本部
（危機管理防災課） 協定団体 国

＊太枠は県のみ

事前準備（体制・実施要領整備等）

発災

被災状況の把握・報告
 被災状況の把握　　　　　　　

災害救助法適用調整
災害救助法適用
決定・公示※２

報告受理

救助（応急修理等）の
実施決定通知収受

救助の実施決定・
市町村へ事務委任

応急修理事務に関する協議 協議

協議

市町村毎の
実施要領作成

実施要領案策定・
市町村・協定団体へ送付

要領案受領、
会員へ周知

広報準備 広報案作成・送付

制度認知 広報実施（チラシ・HP・広報紙ほか）

協定団体へ
業者名簿の提出依頼

修理業者へ
名簿提出依頼

名簿提出

業者名簿参照
市町村毎の業者リスト

作成・配布
業者名簿の

とりまとめ・提供
県へ

業者名簿提出

罹災証明申請 罹災証明書交付

① 修理申込※４
・制度理解

受付※４・制度説明

見積業者選定
・見積依頼

見積り内容の
確認

見積書提出 見積書等審査・補正 照会・回答 照会・回答

依頼書受領・
請書等提出

③修理依頼書の発出・
請書等徴収

工事立会 工事実施

④ 工事完了報告書
等の作成・提出

請求書提出

応急修理対象外
の修理代金支払

修理代金
受領

請求書の確認・
修理代金支払

※１　【救助実施市】は、市町村の事務に加え、県が行う事務の一部も併せて行う。

※２　救助実施市は、自ら「災害救助法適用決定・公示」を行う。

※３　障害物の除去の場合は、フロー上の「修理」を「除去」と読み替える。

※４　救助実施市・市町村においてオンライン申請受付が可能な場合は、インターネットによる申込受付も含む。

工事内容の確認・審査
（修理代金の確定）

事前
準備

災
害
救
助
法
の

適
用

窓
口
開
設
ま
で

申
込
～

修
理
代
金
支
払
ま
で

特別基準・実施要領等に関する協議

※３

＊より詳しい事務処理フローはｐ.10参照

＊○数字部分で必要な書類は、p.11参照

②
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（２）事務処理フロー（申込～代金支払い）：応急修理の場合 

 
 

＊住宅の応急修理実施要領の手続きの流れ(P.18)も参照してください。 

川崎市・相模原市作成資料を市町村版に修正（県が加工）

申込者（被災者） 市町村修理業者

住宅の応急修理　事務処理フロー

応急修理の申込み

・応急修理申込書（様式第１号）

・住宅の被害状況に関する申出書

（様式第１号添付様式）

・罹災（りさい）証明書の写し

・資力に係る申出書（様式第２号）

受付・制度説明

・資格要件等の確認

・希望があれば業者リストを紹介

見積り業者の選定

見積書の作成依頼

修理箇所を伝える

申込書の写しを修理業者へ渡す

見積り内容の確認

内容確認後に自署又は記名・押印

●修理見積書（様式第３号）を作成

●申込者への見積り内容の説明

●申込者への見積内容確認後、

市町村へ見積書等を提出

・修理見積書（様式第３号）１部

・施工前の写真

・住宅の応急修理指定業者願書

（市町村で管理する業者リストに掲載がない場合）

見積書等を受領

確 認

受注者へ修理依頼

・修理依頼書（様式第４号）

・修理見積書（様式第３号）の写し

・請書のひな型（参考様式６）

・請求書のひな形（参考様式８）

・暴力団排除に係る誓約書のひな形

（市町村に業者登録がない場合）

工事完了報告書等の受領

支払い手続き

（応急修理対象分）

修理の日程調整

修理依頼書等を受領

※修理依頼書の交付を受けたことについて及び修理の

日程調整等について申込者へ連絡をお願い致します。

修理着手及び施工写真管理

※対象の修理については、施工前・中・後の

写真撮影を忘れずにお願いします。

修理完了

工事完了報告書等の作成・提出

・請書 （参考様式６）※この時までに提出

・暴力団排除に係る誓約書（市町村に業者登録がな

い場合）※この時までに提出

・工事完了報告書（様式第５号）

・工事写真（施工前・中・後）

・請求書（参考様式８）

・振り込み先口座の通帳の写し

（市町村に業者登録がない場合）

※請書、工事完了報告書、請求書に捺印する印鑑

は同じものとしてください。（法人は代表者印）

対象外の修理代金の支払い
修理代金の受領

（終了）

応急修理対象外となる部分の修理内容及び費用等については、

申込者（被災者）と修理業者（受注者）で協議

審 査
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（３）手続きに必要な書類 

ア 住宅の応急

修理①申込時 

（１）住宅の応急修理申込書【様式第１号】 

（２）住宅の被害状況に関する申出書【様式第１号添付様式】 

（３）罹災（りさい）証明書の写し 

（４）資力に係る申出書【様式第２号】 

※半壊又は一部損壊（準半壊に限る。）の場合のみ 

（５）住宅の応急修理指定業者願書【参考様式４】 

※業者リストに掲載されている業者以外の業者を指定する場合のみ提出 

②見積書提出時 （１）修理見積書（様式第３号）１部 

（２）施工前の写真 

（３）住宅の応急修理指定業者願書【参考様式４】 

   ※市町村で管理する業者リストに掲載がない場合 

③修理依頼時 （１）修理依頼書【様式第４号】 

（２）修理見積書【様式第３号】の写し 

＊併せて次のひな型も送付する。 

○請書のひな型【参考様式６】 

○請求書のひな形【参考様式８】 

○暴力団排除に係る誓約書のひな形（市町村に業者登録がない場合） 

④完了時 （１）工事完了報告書【様式第５号】 

（２）工事写真（施工前・中・後） 

＊最終的には、次の資料も提出必要。 

○請書 【参考様式６】 

○暴力団排除に係る誓約書（市町村に業者登録がない場合） 

○請求書【参考様式８】 

○振り込み先口座の通帳の写し（市町村に業者登録がない場合） 

 （注）   内の資料については、市町村に要否及び使用する様式が異なる場合がある。 

 

イ 障害物の除去 

①申込時 （１）障害物の除去申込書【様式第１号】 

（２）資力に係る申出書【様式第２号】 

※このほか、必要に応じて、住宅の応急修理の様式等を参考に使用する。 
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（４）契約・発注方法ついて 

ここでは、令和元年台風第 19号の事例を参考に、次のとおり基本の契約・発注方法を記載します

が、各市町村（救助実施市含む）の会計規則等に従って契約・発注を行ってください。 

契約の種類 ・「業務委託」又は「工事請負」 

契約・発注方法 ・随意契約 

他の救助事務と同様に、地方自治法施行令第 167条の２第１項第５号に基づ

く契約（いわゆる「緊急随契」）が認められることが一般的となる。 

・請書による発注（P.32【参考様式６】参照） 

多くの市町村において、契約書の作成の省略が可能な金額であることから、

請書を徴している。なお、市町村によっては、請書も不要としている事例も

あるため、各市町村の会計規則等に従い発注を行うこととする。 

受注者への依頼 

 

市町村から受注者への依頼に併せて、契約に必要な書類を送付する。 

＜修理依頼時の送付書類（川崎市の例）＞ 

・修理依頼書 

・修理見積書の写し 

・請書のひな型 

・請求書のひな形 

・暴力団排除に係る誓約書ひな形（市業者登録がない場合） 

（P.41の修理依頼の例【修理業者用説明資料（川崎市版）】参照） 

 

（５）整備が必要な書類 

「災害救助事務取扱要領（令和２年５月）」より抜粋 

 
(注１) 令和元年台風 19号応急修理の精算監査では（ア）（イ）の項目を網羅した台帳（P.38参考様式

12 参照）を整備し提出することでも可とされました。 

(注２) 救助実施記録日計票（【参考様式 10】）については、必ずしも作成する必要はない旨、内閣府か

ら見解が示されていることから、必要に応じて作成することとします。 

 

第４  

９ 被災した住宅の応急修理 

（６）必要な書類 

法による住宅の応急修理に当たっては、原則として次に掲げる書類、帳簿等を整備し、保存

すること。ただし、これらの整備等が著しく困難な場合には、できる限りこれらに代わるもの

を整備保存すること。 

（ア）救助実施記録日計票(注１) 

（イ）住宅の応急修理記録簿(注１) 

（ウ）住宅の応急修理のための契約書、仕様書等 

（エ）住宅の応急修理関係支払証拠書類 

 

14 障害物の除去 

（６）必要な書類 

法による障害物の除去を実施するに当たっては、原則として次に掲げる書類、帳簿等を整備

し、保存すること。ただし、これらの整備等が著しく困難な場合には、できる限りこれらに代

わるものを整備保存すること。 

ア 救助実施記録日計票(注２) 

イ 障害物除去の状況 

ウ 障害物除去支出関係証拠書類 
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（参考）令和元年台風 19号における住宅の応急修理実施経過について（川崎市の事例） 

◯：内閣府、県、協定団体との調整 ■：川崎市の動き 

発災後

日数 
日付 経 過 

0 R1/10/12 被災・災害救助法の適用 

3 10/15 
◯ 

神奈川県、横浜市、川崎市、相模原市及び協定団体（神建協、全木協、神事

協、神電工組）と対応の協議 

県を中心に実施要領の調整開始 

■ 罹災証明書の受付開始 

5 10/17 ■ 浸水被害を受けた地区の罹災証明ローラー調査開始 

6 10/18 ◯ 県より内閣府宛て実施要領の確認依頼 

7 10/19 ◯ 全木協主催の会員向け説明会（１回目：県出席） 

8 10/20 
◯ 

全木協主催の会員向け説明会（２回目：県出席） 

内閣府から実施要領を確認した旨連絡 

■ 浸水被害を受けた地区の罹災証明ローラー調査終了（2,407 件） 

9 10/21 ◯ 全木協事業者リスト（第１弾）の受領 

11 10/23 ■ 報道発表（応急修理実施の旨、制度概要、10/24から相談窓口設置） 

12 10/24 
◯ 

県より内閣府宛て実施要領（準半壊を含む）の確認依頼 

※10/23に法改正（準半壊を含む）があったため 

■ 応急修理の相談窓口の設置（市役所本庁舎） 

13 10/25 

◯ 内閣府から実施要領（準半壊を含む）を確認した旨連絡 

■ 
報道発表（10/28から受付、制度概要（準半壊含む）） 

ホームページに概要・様式等を掲載 

16 10/28 ■ 

罹災証明書の発行開始（応急修理を含む支援メニュー一覧を添付） 

受付開始（市役所本庁舎、11/8までの臨時窓口３区役所（中原、高津、多摩）） 

※最大対応人数 区役所10名、本庁舎３名（本庁は問合せ対応がほとんど） 

17 10/29 ◯ 全木協主催の会員向け説明会（３回目：県、川崎市出席） 

18 10/30 ◯ 全木協事業者リスト（第２弾）の受領 

25 11/6 
■ 報道発表（臨時窓口３区役所の期間延長～11/22） 

◯ 全木協事業者リスト（第３弾）の受領 

26 11/7 ◯ 神建協事業者リスト（第１弾）の受領（市対応事業者２社） 

31 11/12 ◯ 神建協事業者リスト（第２弾）の受領（市対応事業者２社追加） 

41 11/22 ■ 臨時窓口３区役所での受付終了 

44 11/25 ■ 

市役所本庁舎のみでの受付体制開始 

※受付・完成検査他２名、見積審査１名、修理依頼・支出事務１名程度 

３区役所では申込用紙の配布・本庁舎への来庁が困難な申込者への対応のみ 

約９カ月後 R2/7/10 ■ 
申込後、見積書等の提出のない方（74件）へ通知・意向確認用返信ハガキを

送付 

約10カ月後 8/17 ■ 報道発表（応急修理制度の受付終了の案内） 

約１年後 

(384日後) 
10/30 

○ 

■ 

応急修理受付終了 

受付済で手続未完了の申込者・施工者へ完了報告期限が 12/28 となる旨通知 

（受付件数：川崎市 658 件、相模原市 10 件※、平塚市２件、小田原市６件、松田町２件）  

※ 相模原市は 8/31に受付終了 
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（参考）令和元年東日本台風における宅地内土砂混じりがれき撤去事業について（相模原市の事例） 

 

１ 背景 

市域に災害救助法が適用となる大規模災害が発生し、災害救助法に基づく、日常生活に著しい支

障を及ぼしているものの除去の実施が困難であったため、代替え措置として、災害等廃棄物処理事

業を活用し、民有宅地内の堆積土砂等の撤去を実施。 

 

２ 事業概要 

（１）目的 

市内の民有宅地等に流入し堆積した土砂混じりがれきについて、生活環境保全上の支障及び二次

災害等の公益上重大な支障の除去並びに被災者の生活再建支援を図るため、当該土地所有者等から

の申請により、市が土砂等の撤去を実施するもの 

 

（２）対象者等 

・ 東日本台風により土砂等が流入し堆積した民有宅地等（居住の用に供する家屋のあるものに限

る。） 

・ 民有宅地等を所有する個人又は中小企業法第 2条第 1項に規定する中小企業者 

 

（３）適用補助 

環境省の「災害等廃棄物処理事業」を適用 

 

＜補助内容＞ 

対  象 災害のために実施した廃棄物の収集、運搬及び処分  等 

補助要件 

政令指定都市：事業費80万円以上 

降雨：最大24時間雨量が80㎜以上 

暴風：最大風速（10分間の平均風速）15m/sec以上  等 

  

＜適用理由＞ 

災害救助法（内閣府防災所管）の「障害物の除去」の適用要件は、対象者が半壊又は床上浸水

した住家となっており、被災地の多くは、家屋への被害はなく、宅地内に堆積した土砂の撤去が

必要であったこと。 

また、国交省の「堆積土砂撤去事業」については、堆積土砂の総量が一定量以上と要件が定め

られており、直接土砂の排除を実施するまで補助対象となる土砂量の推定が困難であることか

ら、環境省の「災害等廃棄物処理事業」を適用 

 

（４）事業の役割分担 

・ 民有宅地等から土砂等の撤去・収集、仮置場までの運搬⇒建築・住まい政策課 

・ 仮置場からの運搬、分別・処分⇒資源循環部  
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３ 発災後の事業の流れ 

発災日 日付 経過 

0 10月12日 令和元年東日本台風発生・災害救助補適用 

3 10月15日  

4 10月16日 災害救助法に基づく障害物の除去の代替措置として宅地内堆積土砂混じ

りがれき撤去事業の検討 

環境省及び国交省へ支援制度の適用の確認 

5 10月17日 宅地内堆積土砂混じりがれき撤去事業の基本方針及び要綱策定（市長決裁） 

6 10月18日 宅地内堆積土砂混じりがれき撤去事業開始 

被災者向け周知（HP・チラシ配下・報道発表） 

市から協定団体へ応援要請（応援要請書） 

申込窓口開設（津久井・相模湖・藤野まちづくりセンター及び建築・住

まい政策課） 

7 10月19日 業者発注準備 

  土砂仮置き場の整理・確保 

9 10月21日 協定団体から応援要請に対する回答（要請承諾書受領） 

10 10月22日 業者へ見積依頼 

13 10月25日 委託業者との契約 

16 10月28日 宅地内堆積土砂混じりがれき撤去実施 

20 11月1日 出張申込受付（鳥屋・青根）の実施 

24 11月5日 出張申込受付（串川・青野原）の実施 

約4カ月後 2月27日 災害査定（環境省） 

約5カ月後 3月31日 宅地内堆積土砂混じりがれき撤去事業要綱の延長 

約8カ月後 6月30日 宅地内堆積土砂混じりがれき撤去事業要綱の延長 

約10カ月後 8月31日 宅地内堆積土砂混じりがれき撤去事業受付終了 

 

４ 実績 

申請受付 撤去実施 申請取下 事業対象外※ 

141 88 22 31 

※ 事業対象外の主な例 

・ 土砂の流入により家屋が全壊したもの 

・ 法面の崩壊により土砂を撤去することによる家屋等への二次被害が懸念されるもの 

・ 畑や工場、キャンプ場などの民有宅地外のもの 

 

５ 留意事項 

・ 発災直後は道路復旧が優先されることから、被災地周辺の地元業者は道路復旧対応となり、業者

確保が困難であったため、災害時における関係部署との平時からの調整が必要 

・ 事業対象外としたものについて、他部署で対応できる支援策との連携や情報共有が必要 
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第２章 実施要領・様式類 
 

１ 住宅の応急修理実施要領・様式類  ______________________________________ 17 

 

２ 障害物の除去様式類  __________________________________________________ 59 

 

ここでは、令和元年度東日本台風（台風第19号）の事例及び災害救助事務取扱要領（令和２年

５月版）を基にした実施要領、様式類を掲載していますので、最新の災害救助事務取扱要領（内

閣府作成）を参照の上、市町村の実情に合うよう修正した上で使用してください。 

ただし、災害救助法に規定のある基準等を修正等すると国庫負担の対象とならない場合があり

ますので留意してください。 
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１ 住宅の応急修理実施要領・様式類 

 

（１）要領（案） 

〇〇災害における住宅の応急修理実施要領（案） ______________________________ 18 

別紙１「応急修理に係る工事例」 _____________________________________________ 21 

 

（２）様式 

ア 受付・申込時【申請者⇒市町村】                        

【様式第１号】応急修理申込書 _______________________________________________ 24 

【様式第１号添付様式】住宅の被害状況に関する申出書 _________________________ 25 

【様式第２号】資力に係る申出書 _____________________________________________ 26 

【様式第３号】修理見積書 ___________________________________________________ 27 

【参考様式１】委任状（申請者⇒代理人） _____________________________________ 28 

【参考様式２】同意書（貸主⇒賃借人） _______________________________________ 29 

【参考様式３】取下げ届 _____________________________________________________ 30 

【参考様式４】住宅の応急修理指定業者願書 ___________________________________ 31 

イ 依頼時【市町村⇒業者】                            

【様式第４号】修理依頼書 ___________________________________________________ 32 

【参考様式５】応急修理実施連絡書 ___________________________________________ 33 

【参考様式６】請書 _________________________________________________________ 34 

ウ 完了時【業者⇒市町村】                            

【様式第５号】工事完了報告書 _______________________________________________ 35 

【参考様式７】申立書 _______________________________________________________ 36 

【参考様式８】請求書 _______________________________________________________ 37 

【参考様式９】検査調書 _____________________________________________________ 38 

エ 整備を要する書類（災害救助事務取扱要領に定める書類）【市町村】        

【参考様式10】救助実施記録日計票 ___________________________________________ 39 

【参考様式11】住宅の応急修理記録簿（内閣府様式） ___________________________ 40 

【参考様式12】住宅の応急修理記録簿（川崎市様式※） _________________________ 41 

※ 令和元年台風19号応急修理の精算監査では参考様式10及び11の項目を網羅した台帳

（参考様式12）を整備し提出することでも可とされました。 

 

（３）資料集 

（令和元年東日本台風時に川崎市・相模原市で作成したものなどを参考に掲載） 

【被災者向け】制度案内チラシ（相模原市版） _______________________________ 42 

【修理業者向け】説明資料（川崎市版） _____________________________________ 44 

チェックシート（相模原市版） 

申込用 _________________________________________________________________ 50 

見積書用 _______________________________________________________________ 51 

完了検査用 _____________________________________________________________ 53 

受付台帳（相模原市版） ___________________________________________________ 54 

管理用台帳（川崎市版） ___________________________________________________ 55 

住宅応急修理登録者名簿 ___________________________________________________ 56 

修理業者推薦依頼書【県⇒協定団体】 _______________________________________ 57 

修理業者推薦書【協定団体⇒県】 ___________________________________________ 58 
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※各市町村は、本要領（案）を参考に、市町村毎に実施要領を作成して実施する。 

（災害名）における住宅の応急修理実施要領（案） 

（○年○月○日決定）  

○○市（町村）〔災害対策本部〕   

  

災害救助法（昭和22年法律第118号。以下「法」という。）では、「応急救助」、「自治体自らが実

施する現物給付」という基本原則の下で住宅の応急修理を行なうこととされているが、この実施要領

は、○○市（町村）の（災害名）における、法に基づく住宅の応急修理の取扱について定めるもので

ある。 

 

１ 対象者 

（１）以下の全ての要件を満たす者（世帯） 

① 当該災害により大規模半壊、半壊（半焼）又は一部損壊（準半壊）の住家被害を受けたこと 

災害により大規模半壊、半壊（半焼）又は一部損壊（準半壊）の住家被害を受け、そのまま

では住むことができない状態にあること。 

    ただし、対象者が自宅にいる場合であっても、日常生活に不可欠な部分に被害があれば、住

宅の応急修理の対象として差し支えない。 

 

※全壊の住家は、修理を行えない程度の被害を受けた住家であるので、住宅の応急修理の対象

とはならないこと。ただし、全壊の場合でも、応急修理を実施することにより居住が可能であ

る場合はこの限りでない。 

 

② 応急修理を行なうことによって、避難所等への避難を要しなくなると見込まれること 

対象者（世帯）が、現に、避難所、車等で避難生活を送っており、応急修理を行うことで、

被害を受けた住宅での生活が可能となることが見込まれる場合を対象とする。 

 

③ 応急仮設住宅を利用する場合は、応急修理の期間が１か月を超えると見込まれる者であって、

被害の程度が半壊以上で自らの住居に居住できず、他の住まいの確保が困難な者であること。

ただし、応急修理期間中に応急仮設住宅を使用する者のために、新たに建設型応急住宅を建設

することは認められない。 

 

（２）資力等の要件 

災害のため住家が半壊、半焼若しくは一部損壊（準半壊）し、自らの資力では応急修理するこ

とができない者については、資力に係る申出書（様式第２号）により確認する。なお、申出書に

疑義が生じた場合は、市（町村）において申出者へのヒアリング等により判断する。資力要件に

ついては、制度の趣旨を十分に理解し運用すること。 

 

２ 住宅の応急修理の範囲及び基本的考え方 

（１）住宅の応急修理の範囲 

住宅の応急修理の対象範囲は、屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、

トイレ等の衛生設備の日常生活に必要欠くことのできない部分であって、緊急に応急修理を行う

ことが適当な箇所について、実施することとする。 
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（２）基本的考え方 

応急修理の箇所や方法等についての基本的考え方は、以下のとおりとする。（詳細は、別紙１

「応急修理にかかる工事例」のとおり） 

ア 当該災害と直接関係ある修理のみが対象となる。 

イ 内装に関するものは原則として対象外とする。 

ただし、床や外壁の修理と併せて畳等や壁紙の補修が行われる場合については、以下の取扱

とする。 

応急修理は、一般的には、より緊急を要する部分から実施すべきものであり、通常、畳等や

壁紙の補修は、優先度が低いと解される。また、壊れた外壁の修理とともに壁紙の補修を実施

する場合には、当該壁の部分に限り対象とする。 

ウ 修理の方法は、柱の応急修理が不可能な場合に壁を新設するなど代替措置でも可とする。 

エ 家電製品は対象外である。 

オ 洗浄及び消毒は対象外である。 

 

３ 基準額等 

（１）住宅の応急修理のため支出できる費用は、原材料費、労務費及び修理事務費等一切の経費を含むもの

とし、一世帯当たり次に掲げる額（消費税を含む。）以内とする。 

ア 大規模半壊又は半壊 ５９５，０００円 

イ 一部損壊(準半壊に限る。) ３００，０００円 

 

（２）同一住家（１戸）に２以上の世帯が居住している場合に住宅の応急修理のため支出できる費用

の額は、（１）の１世帯当たりの額以内とする。 

 

（３）借家の取扱い 

借家は、本来、その所有者が修理を行うものであるが、災害救助法の住宅の応急修理は、住宅

の再建や住宅の損害補償を行うものではなく、生活の場を確保するものであるから、借家であっ

ても、所有者が修理を行えず、かつ、居住者の資力をもってしては修理できないために現に居住

する場所がない場合は、所有者の同意を得て応急修理を行って差し支えない。 

 

４ 手続の流れ 

（１）市（町村）は、県から情報提供された応急修理可能な業者名簿（協定団体から県に

提出される名簿）を参考に、市町村独自の協定団体等を適宜追加等した上で施工業者リ

ストの作成を行う。 

（２）市（町村）は、被災者に対する住宅相談窓口を開設し、被災者等に応急修理制度

の概要を説明する。また、必要に応じて、（１）の施工業者リストの配布を行う。

以後の手続きは以下のとおり。（ 数字は図１に対応） 
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手続きの流れ 

①  希望する被災者は、市（町村）の窓口に応急修理申込書（様式第１号）を提出し、要件審

査を受ける。なお、住家の被害が半壊又は一部損壊（準半壊）の場合は、資力に係る申出

書（様式第２号）も併せて提出する。 

※被害状況は、市（町村）が発行する「罹災証明書」によるものだけではなく被災者台帳

等により被害状況が確認できる場合は、その方法でも差し支えない。 

②  市（町村）は、申込書等の内容を確認し、応急修理の対象となる被災者に修理見積書（様

式第３号）や必要に応じて施工業者リストを配布する。 

併せて、受付印を押した住宅の応急修理申込書のコピーを申込者に返却する。 

③  被災者は、施工業者に、希望する修理の箇所を伝え、修理見積書の作成依頼を行う。 

④ 

④′ 

④″ 

施工業者は、修理見積書を（直接又は被災者を通じて）市（町村）の窓口に提出する。 

※修理見積書には、屋根・外壁・土台等部位ごとの工事明細を記すとともに、被害状況、

工事予定箇所を示す施工前の写真を添付すること。 

※施工業者は、被災者に対して修理見積書の内容を的確に説明する責務を有する。 

※施工業者が、市（町村）の施工業者リストに掲載されていない場合は、併せて「住宅の応

急修理指定業者願書（参考様式）」の提出を依頼する。 

⑤ 市（町村）は、修理見積書の内容を確認のうえ、施工業者に修理依頼書（様式第４号）によ

り依頼する。 

⑥ 施工業者は、修理依頼書が交付されたことを被災者に連絡の上、工事を実施する。 

⑦ 施工業者は、工事完了後、工事写真等を添付の上、市（町村）に工事完了報告書（様式第

５号）を提出する。 

※工事完了報告書には、工事施工前、施工中、施工後の写真を添付すること 

⑧ 応急修理に要した費用を市（町村）に請求する。 

⑨ 市（町村）は、実施要領に照らし審査を行った上で費用を支払う。 

※なお、住宅の応急修理に要した費用のうち、１世帯あたりの限度額を超える部分につい

ては、被災者が負担するものとする。 

 

図１ 
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（別紙） 

応急修理に係る工事例 

  

１ 典型的な応急修理の工事例 

① 壊れた屋根の補修（瓦葺屋根を鋼板葺屋根に変更するなどの屋根瓦材の変更を含む） 

② 傾いた柱の家起こし（筋交の取替、耐震合板の打付等の耐震性確保のための措置を伴うものに限る） 

③ 破損した柱梁等の構造部材の取替 

④ 壊れた床の補修（床の補修と併せて行わざるを得ない必要最小限の畳の補修を含む。） 

⑤ 壊れた外壁の補修（土壁を板壁に変更する等の壁材の変更を含む。外壁の修理とともに壁紙の補修を

実施する場合には、当該壁の部分に限り対象とする） 

⑥ 壊れた基礎の補修（無筋基礎の場合には、鉄筋コンクリートによる耐震補強を含む。） 

⑦ 壊れた戸、窓の補修（破損したガラス、カギの取替を含む） 

⑧ 壊れた給排気設備の取替 

⑨ 上下水道配管の水漏れ部分の補修（配管埋め込み部分の壁等のタイルの補修を含む） 

⑩ 電気、ガス、電話等の配管の配線の補修（スイッチ、コンセント、ブラケット、ガス栓、ジャックを含む） 

⑪ 壊れた便器、浴槽等の衛生設備の取替（便器はロータンクを含むが、洗浄機能の付加された部分は含ま

ない。設備の取替と併せて行わざるを得ない最小限の床、壁の補修を含む。） 

 

２ 応急修理の基本的考え方 

① 当該災害による被害と直接関係ある修理のみが対象となる。 

（例）○壊れた屋根の補修（屋根葺き材の変更は可） 

○壊れた便器の取り替え（×洗浄機能等の付帯したものは不可） 

○割れたガラスの取り替え（取り替えるガラスはペアガラスでも可） 

×壊れていない便器の取り替え 

×古くなった壁紙の貼り替え 

×古くなった屋根葺き材の取り替え 

② 内装に関するものは原則として対象外であるが、床や壁の修理と併せて畳等や壁紙の補修が行われる

場合については、以下の取扱とする。 

壊れた床の修理と合わせて畳等の補修を実施する場合は、日常生活に必要欠くことのできない部分

の破損個所である場合にのみ対象とする。 

・壊れた壁の修理とともに壁紙の補修を実施する場合には、当該壁の部分に限り対象とする。 

（例）×壊れた石膏ボードのみの取り替え 

×畳や壁紙のみの補修 

③ 修理の方法は代替措置でも可とする。 

（例）○柱の応急修理が不可能な場合に壁を新設 

④ 家電製品は対象外である。 

⑤ 洗浄・消毒は対象外である。 
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（床の補修と併せて行わ
ざるを得ない必要最小
限の畳の補修を含む） 

対象とします。家電製品は、対象外です。洗浄・消毒は、対象外です。 
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《参考》 精算監査を踏まえた留意事項 

 

  

・要領３（３）借家の取扱いについては、所有者の資力確認を課税証明書などにより厳格に実

施するよう指摘がありました。（令和元年台風19号応急修理精算監査（川崎市））適用する

場合には具体的な要件を事前に内閣府に確認する必要があります。 

・要領４図手続きの流れ①※「被災者台帳により被災状況が確認できる場合は、その方法でも

差し支えない」とありますが、清算監査では罹災証明書の写しの提出を求められた（令和元

年台風19号応急修理精算監査（川崎市））ため、このような取り扱いは事前に内閣府に確認

が必要です。 

・別紙１応急修理に係る工事例や、事務取扱要領等を参考に、対象修理の判断を行うこととな

りますが、清算監査での指摘により国庫充当ができない場合があるため、対象修理の判断に

迷う場合は事前に内閣府に確認する必要があります。 
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様式第１号 

申込日     年  月  日 
住宅の応急修理申込書 

 

○○市町村長 様 

 

災害救助法に基づく住宅の応急修理を実施されたく申し込みます。 

なお、住宅の応急修理の申し込みに関して、世帯員の収入、世帯構成を市の担当者が調
査・確認することに同意します。 

 

【被害を受けた住宅の所在地】                                     

 

【現在の住所】                                               

 

【現在の連絡先（ＴＥＬ）】                       （自宅・携帯・勤務先・その他） 

 

【氏    名】                                                

 

１ 被災日時                 年   月   日 

２ 災害名            （ 災 害 名 称 ） 

３ 住宅の被害の程度    全壊  ・  大規模半壊  ・  半壊  ・  一部損壊（準半壊） 

 

・市町村が発行する「罹災証明書」又は「被災者台帳」等に基づき、被害の程度に○をつけてください。 

・半壊、一部損壊（準半壊）の場合は、「資力に係る申出書（様式第２号）」も併せて提出してください。 

・床下
．

浸水は一部損壊（10％未満）に区分されるため、応急修理の対象外です。 

 

４ 被害を受けた住宅の部位 

（※該当箇所に○をつけてください。） 

・屋根   ・サッシ      ・柱    ・上下水道の配管 

・床    ・ガスの配管    ・外壁   ・給排気設備の配管 

・基礎   ・電気、電話線、テレビ線の配線 ・梁   ・トイレ 

・ドア   ・浴室       ・窓     

・その他（具体的に記入）                           
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

受付欄 

 

市町村にて受付日・受付番号を記載 
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様式第１号「住宅の応急修理申込書」に添付 

住宅の被害状況に関する申出書（災害救助法応急修理参考資料） 
 

  年  月  日  
○ ○ 市（町・村）長 あて 

 
住所                     

 
氏名                     

 
災害救助法に基づく住宅の応急修理制度は、自らの資力で修理を行い、当面の日常生活に最低

限必要な場所を確保できない方に対して、必要最小限の修理を行うものです。 
 
１ 応急修理対象箇所について 
  修理を希望する箇所は以下の部分です。 

この制度で修理できる部分は、日常生活に欠かせない居室（居間・寝室）・炊事室・ 
便所・浴室これらをつなぐ廊下ですが、修理を希望する箇所は以下の部分です。 

 
修理対象箇所                                   
 
２ 屋根について １の修理部分の各箇所の状態は以下のとおりです。 
（※屋根の構造は、小屋組（屋根の骨組み）＋野地板（屋根の下地板）＋屋根葺き材（瓦、金属
板など） からなっています。） 

 
□ 屋根葺き材 が 著しくずれ・破損・落下 している 
□ 小屋組 または 野地板 が壊れている。または 大きく変形している。 
 
３ 床について １の修理部分の各箇所の状態は以下のとおりです。 
（※床の構造は、床組（床の骨組み）＋床の下地板＋表面の仕上材 からなっています。） 
 

□ 床組 または 下地板 が壊れている。 
□ 下地材が吸水により変形、床下の湿気・悪臭・汚損がある。 
□ 仕上材のみの不具合 → 仕上材のみの修理は制度の対象外です。 
 
４ 壁について １の修理部分の各箇所の状態は以下のとおりです。 

（※壁の構造
は、 

① 柱・はり＋下地材＋表面材（壁紙など） 

 ② 柱・はり＋仕上板（プリント合板・板など） 
 ③ 柱・はり＋竹組下地＋塗仕上げ 
 からなっています。） 

 
□ 柱・はり または 下地板 が壊れている。 
□ 下地板・仕上板が給水により変形しており、日常生活に支障がある。 
□ 下地板・仕上板が吸水により湿気・悪臭・汚損があり、日常生活に支障がある。 
□ 壁紙がはがれているのみ → 壁紙のみの修理は制度の対象外です。 
□ 特に支障なし 
 
５ その他 １の修理部分の各箇所の状態は以下のとおりです。 

自由記述欄                                 
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様式第２号 

 

資力に係る申出書 

 

○○市町村長 様 

 
私は、（ 災 害 名 称 ）のため、住家が半壊 ・ 一部損壊（準半壊）しております。 
住家を修理する資力が下記の理由のとおり不足するため、応急修理を実施していただ

きますようお願いします。 

 

記 

 

※世帯の収入の状況、資力が不足する理由を具体的にご記入ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   年   月   日 

申出者   被害を受けた住宅の所在地 

 

                                                         

 

現住所                                                           

   

氏  名                          
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様式第３号

0 円 -(消費税込)

☑「住宅の応急修理」申込関係

円 -(消費税込)(※1)

0 円 -(消費税込)

■応急修理工事費の内訳　※下表に関する見積書を添付（修理業者指定の様式で可）

① 円 円

② 円 円

③ 円 円

④ 円 円

⑤ 円 円

円 円

0 円 0 円

　　※1　１世帯あたりの限度額を超える場合は、限度額を記載すること

　　　　　＜限度額＞全壊、大規模半壊、半壊の場合 ：　　595,000円

　　　　　＜限度額＞一部損壊（準半壊）の場合　 　：　　300,000円

　　※2 　「うち応急修理対象分」欄の金額が、限度額を超える場合、限度額を超える部分についての同欄の記載は

　　　　　「－」としてよい

 　（注意）　被災度区分や被災部位によっては、応急修理の対象とならない場合があります。

　　上記のとおり見積もり致します。（施工業者記入）

　　　　　　　　年　　月　　日 住　所

会社名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

電話番号

代表者名 印

　　上記の見積もりを確認しました。（修理申込者記入）

　　　　　　　　年　　月　　日 住　所

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

（自署の場合は押印省略可）

（※市町村記入欄） 受付担当者名

( 全壊　・　大規模半壊　・　半壊　・　一部損壊（準半壊）　)
※　市町村が発行する「り災証明書」等に基づき、該当する被害の程度に〇をつけてください。

金　額
(消費税込)

見 積 金 額（ 総 工 事 費 ）

　合　　計

見積金額(応急修理分)

見積金額(被災者負担分)

市町村名

修 理 見 積 書

うち応急修理対象分
(消費税込)　(※2)

備　　考工　事　名　称

受付番号

災害救助事務要領（令和２年５月版）より 
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参考様式１ 

住宅の応急修理に関する委任状 

 

  年  月  日 

○○市（町村）長 あて 

                  （委任者） 

 

氏 名 （法人名称・代表者氏名）  

                 
                                     

 

住 所（事業所在地） 

 

                         

 

                電話番号                     

 

 

 私は、以下の権限を次の者に委任します。 

１ 私が所有する住宅における応急修理申込書及び当該申請に必要な書類を○○市

（町村）長に提出すること。 

２ 申請書類に不備がある場合、当該申請を補正し、又は取り下げること。 

３ その他当該申請に関して必要な一切の権限 

 

（代理人） 

 

氏 名                                
（法人名称・代表者氏名）                                         

 住 所（事業所在地） 

 

                                                                               

   

   電話番号                                               

 

修繕する住宅の所在地 
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参考様式２ 

住宅の応急修理に係る同意書 

 

  年  月  日 

 

○○市（町村）長 あて 

  

 私が所有する以下の物件について、災害救助法に基づく住宅の応急修理を行うこ

とに同意します。 

 

 

１ 対象住宅の所在地、物件名、居室番号 

   

                                        

 

 

２ 応急修理する住宅の所有者 

 

                                        

 

 

 

 

（住宅の所有者） 住 所                    

  

 氏 名                    

 

電話番号                    
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参考様式３ 

住宅の応急修理申込の取下げ届 

 

  年  月  日 

  

○○市（町村）長 あて 

  

（申込者） 被災住宅の所在地                    

氏 名                      

連絡先                      

 

 

    年 月 日付けで実施連絡のあった応急修理の申し込みを取り下げます。 

 

 

 

 

市（町村）確認欄（この欄は記入しないでください） 

 

上記取下げ届を受理しました。 

 

  年  月  日   ○○市（町村）長  ○○ ○○   

 

 

 

  受付欄 

 

受付番号  
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参考様式４ 

    年  月  日  

 

住宅の応急修理指定業者願書 

 

 ○○市（町村）長 あて 

 

（修理申込者） 住 所                  

         

氏 名                  

 

 

 

住宅の応急修理の指定業者として、次の業者を指定してくださるようお願いいたし

ます。 

（業者を証明する添付書類：（法人）建設業許可証写し等、（個人）運転免許証写し等） 

 

 

 

 

（施工業者） 住 所                    

  

会社名                    

 

 代表者名                   

 

電話番号                   
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様式第４号 

  年  月  日 

 

修 理 依 頼 書 

 

 

 

                    様 

 

 

                          ○○ 市（町村）長  

 

 

 次の被災者住宅について、別添修理見積書（写）のとおり応急修理するよう依頼

しますので、工事完了後、速やかに「工事完了報告書」を提出してください。 

 なお、工事内容の最終確認の結果、経費によっては応急修理の対象外となる場合

もありますのでご了承願います。 

 

 

１ 被災者住所・氏名 

 

 

   住所                       

 

 

   氏名                       

 

 

２ 対象住宅所在地 

 

 

３ 受付番号 

 

 

４ 依頼工事の見積額   金           円（応急修理分） 

 

 

 

【添付書類】 

 ・修理見積書（写） 
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参考様式５ 

 

  年  月  日 

 

応 急 修 理 実 施 連 絡 書 

 

 

                 様 

 

 

                       ○ ○ 市（町村）長  

 

 

 被災された次の住宅について、別添のとおり応急修理するよう依頼しましたので、

連絡します。 

 なお、工事内容の最終確認の結果、経費によっては応急修理の対象外となる場合

もありますのでご了承願います。 

 

 

１ 被災された方の住所・氏名 

   住所                               

 

   氏名                       

 

 

２ 対象住宅所在地 

                                    

 

 

３ 受付番号 

                    

 

 

４ 依頼工事の見積額   金              円（応急修理分） 

 

 

５ 応急修理実施予定期間 

      年   月   日から       年   月   日まで 

 

 

（添付書類） 

  応急修理依頼書（写）、修理見積書（写） 
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参考様式６ 

請   書 
 

 

 
１ 件  名：○○○○○邸 応急修理業務 

２ 履行場所：○○市（町村）△△△ □―○―△ 

３ 履行期間：   年  月  日から   年  月  日まで 

４ 契約金額：市（町村）、         円也    

             （うち取引に係る消費税及び地方消費税の相当額を含む。） 

５ 契約保証：免除 

６ 請求条件：市（町村）の検査に合格したときは、所定の手続きに従い代金の支払を

請求する。 

７ 支払方法：完了後払  

８ 申込書受付番号：    年  月  日   第     号 

 

 

  ○○市（町村）契約規則、関係書類（応急修理見積書、修理依頼書等）、協議

等承諾のうえ上記のとおり引き受けます。 

 

 

年  月  日 

 

 

○○○○市（町村）長  ○ ○ ○ ○ 様 

 

 

 

 
 

 

  

受注者： 住所  

 氏名  

印紙 

貼付 
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様式第５号 

    年    月    日 

工事完了報告書 

 

○○市町村長 様 

 

（施工業者） 

 

会社名                    

 

 代表者名                   

 

 

次の被災者住宅について、別添修理見積書（写）のとおり応急修理を完了しまし
た ので、報告します。 

 

１ 被災者住所・氏名 

 

住 所 

 

氏 名 

 

２ 対象住宅所在地 

 

３ 受付番号 

 

４ 完了年月日        年  月  日 

 

 

【添付書類】 

・修理見積書（写） 

・工事写真（施工前、施工中、施工後） 
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参考様式７ 

  

   年  月  日  

 

申立書 

 

 ○○市町村長 様 

 

 

次の被災住宅の応急修理について 工事前・工事中 の写真を撮影できなかったことか

ら、その状況等を申し立ていたします。 

 

１ 被災者住所・氏名 

 

  住 所 

 

  氏 名 

 

２ 対象住宅所在地 

 

３ 受付番号 

 

４ 撮影できなかった部分の施工状況等 

 早 

 

 

 

 

 

 

 

（施工業者） 住 所                    

  

会社名                    

 

代表者名                    

 

電話番号                   
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参考様式８

一金 円也

預 金 種 別

当 座 ・ 普 通

口　座　番　号口座振込先銀行名

本店

支店

　　　　　　　銀行

必ずご記入下さい。

請　　　　　　　求　　　　　　　書

　ただし、災害救助法による住宅の応急修理工事（受付番号　　　　　　　　　　、　　　　　　　宅）
に対する完成代金を上記のとおり請求します。

　　　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　住　　　　　　所

　　　　　　　　　　　　　　　　氏名及び名称

　　　　　　　　　　　　　　　 （法人にあってはその代表者の氏名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

（　　　　　）市(町村)長　殿

受付番号（ ※）
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参考様式９ 受付番号

（決裁欄）

　　年　　月　　日

○○市町村長　様

検査員　職氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　印

次のとおり検査しました。

契 約 名 受 注 者

工 事 場 所

契 約 金 額

工 事 着 手 年 月 日

備 考

　　年　　月　　日 工事完了年月日 　　　年　　月　　日

　　年　　月　　日 契約締結年月日 　　年　　月　　日

契 約 工 期

　　年　　月　　日

完 了 検 査 年 月日 　　年　　月　　日～

　　年　　月　　日

検　査　調　書
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参考様式10

NO.

戸数（世帯数） 本 日 計 累 計

記 事

戸数（世帯数） 本 日 計 累 計

記 事

本日着工 戸 世帯

本日竣工
(完了検査)

戸 世帯

本日着工 戸 世帯

本日竣工
(完了検査)

戸 世帯

救

助

の

種

類

○○市(町村)　○○課応 急 修 理

障 害 物 の 除 去

○月○日○時○分

障害物の除去

特記事項

応急修理

特記事項

応 急 修 理

障 害 物 の 除 去

※応急修理、障害物の除去の実施数及び特記事項等を記録する。

救 助 実 施 記 録 日 計 票

責任者（担当者） 印

地区責任者 印

救 助 日 報
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参考様式11 

  

↓内閣府「災害救助法の救助の実施について（昭和40年５月11日社施第99号）」に定める様式12
様式1２

市町村名

整理番号 世帯主氏名 応急修理期間 実支出額 応急修理箇所概要 摘要

　月　日～　月　日 円

計　　世帯
（注）１　　実施に際し、複数の業者が施工した場合にはその旨を備考欄に記入すること。

住宅応急修理記録簿
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参考様式12  

※令和元年台風19号応急修理の精算監査では参考様式10及び11の項目を網羅した台帳を整備し提出することでも可とされまし

た。  

  

様
式

20

市
町

村
名

川
崎

市

整
理

番
号

申
込

者
氏

名
場

所
・住

所
完

了
検

査
日

実
支

出
額

受
入

先
（業

者
名

）
受

入
先

（
代

表
者

名
）

受
入

先
（
業

者
住

所
）

応
急
修

理
箇

所
概

要
摘

要

　
月

　
日

円

住
宅

応
急

修
理

記
録

簿
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【制度案内チラシ（相模原市版）】  

1/2 
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応急修理の手続きについて 
 
１ 受付場所・時間（令和２年８月３１日（月）で受付終了） 
（１）受付場所 

ア 津久井総合事務所（緑区中野６３３） 
イ 相模湖総合事務所（緑区与瀬８９６） 
ウ 藤野総合事務所（緑区小渕２０００） 
エ このほか、郵送で申請することも可能です。 

（２）受付時間 
平日の午前９時～正午、午後１時～午後 5 時となります。 

 

２ 必要書類 
（１）住宅の応急修理申込書（様式第１号） 
（２）住宅の被害状況に関する申出書（様式第１号添付様式） 
（３）罹

り

災証明書の写し 
（４）資力に係る申出書（様式第２号）・・・半壊又は一部損壊(準半壊に限る。)の場合のみ 
（５）住宅の応急修理指定業者願書・・・市の業者リストに掲載されている業者以外の業者を指

定する場合のみ提出 
 ※市ホームページからダウンロードすることができます 
 

３ 手続のおおまかな流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①応急修理の申込み（申込者→市） 
 ●応急修理申込書、罹

り

災証明書の写し等の提出 
 ●窓口における書類審査 
 ●市から指定業者の紹介、修理見積書、住宅の応急修理指定業者願書の配布 
 ●受付印を押した応急修理申込書の写しを申込者に返却 
 

②修理見積依頼（申込者→施工業者） 
 ●申込者は、施工業者を選択し、修理見積を依頼 
 ●施工業者は、修理見積書と工事予定箇所が分かる写真を市と申込者に提出 

③修理実施（市→施工業者） 
 ●市は、施工業者に修理を依頼。施工業者は申込者に市から依頼を受けた旨の連絡 
 ●施工業者は、修理実施後、市に工事完了報告を提出し、修理に要した費用を市に請求。 

ただし、修理の限度額を超えた部分、災害による被害と直接関係のない修理については申込
者の負担となります。 

【問い合わせ先・郵送先】 
〒252-5277 相模原市中央区中央２-１１-１５ 
都市建設局まちづくり計画部 建築・住まい政策課 住宅政策班 

  TEL 042-769-9817（直通） 

2/2 
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【修理業者への説明資料（川崎市版）】 

 

 

1/6 
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2/6 
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【申込チェックシート（相模原市版）】 

  

月 日 （ ）

↑2以上は仮設住宅を別の世帯主が利用しないか口答確認
【必要書類】

○必要書類は揃っているか?

□ 申込書（住民票記載者以外の申請は親族のみ原則可）

□ 住宅の被害状況に関する申出書

□ 罹災証明書（　□　コピー　□　台帳で確認済　）

※原本を持参された場合は、その場でコピーを取って、原本は返却してください。

□ 資力に係る申出書（半壊、一部損壊（準半壊）の場合のみ）

□ 住宅の応急修理指定業者願書 （市の業者リストに掲載されている業者以外の業者を指定する場合のみ）

（後日、修理見積書を提出する際に合わせて提出でも可）

【対象者要件】

○「被害の状況」は一部損壊以上か?（り災証明書等を確認）

□ 半壊 　　　□　一部損壊（準半壊） □ 大規模半壊 □ 全壊 □ その他

○応急仮設住宅（民間賃貸住宅を含む）を利用する予定はないか?（聞き取りにより確認）

□ 利用しない □ 申請している

【判定】

□ 合格

□ 不合格
（理由:                     　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　）

【申込者にお渡しするもの】

□ 申込書（受付印を押したものの写し）

□ 業者リスト（依頼する業者に当てがない方）

□ 被災住宅の応急修理業者の皆様へ

□ 見積書の雛型（半壊・大規模半壊用又は一部損壊（準半壊）用のどちらか）

（業者リストに掲載されていない業者に依頼を予定している場合）

□ 住宅の応急修理指定業者願書

□ 暴力団員などに該当しないことの誓約書及び同意書

【修理見積り依頼状況】　※見積書が添付されていない場合、チェック。添付の場合は本用紙右下隅に記載。

□ 依頼済み　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・分かる範囲で記載↓
□ 未依頼（業者の当てはある）
□ 未依頼（探している段階）

↓見積書↓（○付けしてください!）

・見積有り 　・見積無し

工事完了 　　　　済　　　・　　　工事中　　　・　　　未定　　（　　　月　　　日着工予定）

確認者（副）

連絡先（電話）

担当者

業者への応急修理の説明 　　　　未　　　・　　　済　　　　（見積書に写真、誓約書添付等の説明忘れずに）

業者名

確認者（正）

世帯主氏名

住所
(罹災証明に記載されている住所）

相模原市　緑 ・ 中央 ・ 南　　区

当該住宅に居住
していた世帯の数

世帯
マンション等の場合は

名称まで記入

「被災住宅応急修理」申込チェックシート

受付日 津 ・ 湖 ・ 藤 ・ 他　　　　　　　号 受付者
ク
リ
ッ
プ
は
左
上
で
綴
じ
る

受付時に記入してください

見積書提出時に記載（申込時に見積を持参した場合にも記載してください。）

毎日１号から

業者へお渡し
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【見積書チェックシート（相模原市版）】 

 

  

第 号

【修理見積書】

□ 「半壊・大規模半壊用」、「一部損壊（準半壊）用」の用紙が間違っていないか
□ 施工業者欄の記入及び代表者印の押印
□ 修理申込者の記入及び押印（自署の場合は押印省略）
□ 被害状況写真の添付
□ 応急修理分費用が対象を超えていないか

（半壊・大規模半壊の場合595,000円、一部損壊（準半壊）の場合300,000円）
□ 対象工事のチェック（下記対象内外工事例で確認）

応急修理制度　対象内外工事例

「被災住宅応急修理」見積書チェックシート

整理番号 見積提出日 　月　　　　日　　

世帯主氏名

住所
(り災証明に記載されている住所）

屋根

●破損した柱梁等の構造部材の取替
●傾いた柱の家起こし
●筋交いの取替、耐震合板の打付等
（耐震性確保のための措置を伴うものに限る）

構造部材
（柱・梁

等）

　月　　　　日　　受付日

●壊れた屋根の補修（屋根葺き材の変更も対象）
●工事に必要な付帯仮設工事等も対象

部位

共通

対象

●当該災害の被害と直接関係ある修理
●修理や設備とりかえと併せて行わざるを得ない最小限の床、壁
の補修
●発生材の運搬、処分費

●内装は基本的に対象外
●解体工事のみ
●洗浄、消毒、防蟻処理等
●仕様がグレードアップする工事
●障害物（土砂等）の除去

対象外

外壁

基礎

床

●壊れた外壁の補修
（土壁を板壁に変更する等の壁材の変更を含む）
※外壁の修理とともに内壁側の壁紙の補修を実施する場合に
は、当該壁の部分に限り対象
●外壁断熱材
（断熱材の吸水膨張による取替え等）
断熱材の質、分量等については原則従前復旧。

●壊れた基礎の補修（土台損傷、柱はずれ、基礎崩れ、ひび）
の補修
（無筋基礎の場合には、鉄筋コンクリートによる耐震補強を含
む。）

●応急修理の対象範囲は日常生活に欠くことができない居間、
台所、トイレ、風呂等のための工事。
例:床組（根太、大引等）又は下地板（合板、座板）が壊
れている、吸水による変形、床下の破損がある修繕
●壊れた床の補修
※床の補修と併せて行わざるを得ない必要最小限の仕上げ材
（一般的なもの）、畳の補修復旧

相模原市　緑 ・ 中央 ・ 南　　区

優先

①

高
い
↑

チェック

●内壁断熱材

●応急修理の対象範囲は日常生活に欠くこ
とができない部屋以外の箇所の修理
●洗浄・消毒、防蟻処置等
●仕上げ材のみ（フローリング、クッションフロ
アー）が吸水による変形の修繕
●畳のみの交換

ク
リ
ッ
プ
は
左
上
で
綴

審査時に記入してください
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②

●エアコンは対象外（壁掛け、埋め込み）

確認者（正）

確認者（副）

備考

内壁

●壁の構造部材（柱・はり　または　構造用合板が壊れている修
繕
※柱・梁は構造材のみ　壁は外壁部分及び耐力壁のみ
柱修理等と併せて行う内装の修理は対象
●土壁についても外壁部分及び耐力壁のみ

外部建具

上下水道の
配管

●外部に面する壊れた戸、窓の補修（破損したガラス、カギの取
替を含む）

●上下水道配管の水漏れ部分の補修
（配管埋め込み部分の壁等のタイルの補修を含む）

対象外

造付家具 対象外 対象外

●浄化槽（ブロアー含む）が壊れたことによる交換
　※破損個所のみ

●壊れた給排気設備の取替

浄化槽

給排気設備

●電気、ガス、電話等の配管の配線の補修（スイッチ、コンセン
ト、ブラケット、ガス栓、ジャックを含む）

●ガス給湯器、瞬間湯沸かし器、電気温水器が壊れたことによる
交換

●給湯設備（灯油タンクを含む）が壊れたことによる交換

電気、ガスの
配管、配線

ガス設備

給湯設備

対象外

エアコン

対象外

便器
●壊れた便器の交換（便器はロータンクを含む）
●従前復旧となる洗浄機能一体型の便器の交換
　（図面や写真等で従前から有ると確認可のもの）

衛生設備
●洗面化粧台（洗面ボールのみ）が破損したことによる交換
※破損箇所の修理のみ

●ウォシュレット部は対象外

③

④↓
低
い

●クロスのみ剥がれているものの張替
●耐力壁ではない内壁の下地板（PB、合
板）、仕上板（プリント合板など）が吸水に
より変形、湿気・悪臭・汚損している修繕

●内部建具

家具・家電
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【完了検査チェックシート（相模原市版）】 

  

月 日 （ ）

【必要書類】

○必要書類は揃っているか?

□ 完了報告書

□ 修理見積書の写し

□ 対象箇所の工事写真（　□　施工前　　□　施工中　　□　施工後　）

□ 請求書

□ 請求内訳書（内容は見積書と同じもの）

【完了要件】

②

⑤

【判定】

□ 合格

□ 不合格

（理由:                     　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　）

「被災住宅応急修理」完了検査チェックシート

完了報告書提出日 整理番号 第　　　　　　　　　号

世帯主氏名

住所
(り災証明に記載されている住所）

相模原市　緑 ・ 中央 ・ 南　　区

筋交い補強、構造合板貼り、外装材の変更壁

該当チェック対象工事の優先順位

①

屋根、柱、床、外壁、基礎等 *

柱・梁等の構造部材

床
床の補強と併せて行わざるを得ない必要最小限の畳の補修や
土砂撤去を含む

屋根

水漏れの補修、給湯器交換、配管埋込部の壁・タイルの補修を含む

換気扇の交換も含む

ドア、窓等開口部

配管・配線の補強

上下水道

ガラス、鍵の交換

*

給排水設備

配線・配管

衛生設備 便器（ウォシュレット部は除く）、浴槽など

電気、ガス、電話等の配線・配管
スイッチ、コンセント、ブラケット、ガス栓、ジャックの修理含む

③

設備 太陽光発電設備、オール電化の蓄電池、HEMS用コントロールパネル

住宅外 カーポート、物置、外構

建具 雨戸、シャッター、作り付け家具

家電製品
エアコンの室外機、置型のガスコンロ、自動食洗器、テレビアンテナ、
テレビケーブル、インターネット回線設備

該当チェック

内装 間仕切り壁・天井の仕上げ、ふすま、障子

屋根葺き材の変更

基礎

確認者（正）

確認者（副）

④

その他 修理に伴う撤去工事及びその発生材の運搬・処分費は対象

対象外（対象工事に含まれていないか）

洗浄・消毒

浄化槽
浄化槽を修理しなければ、便所等が使用できない状況であれば対象
（市施工の浄化槽は、市で修理。自費設置の浄化槽は当該制度対象）

ク
リ
ッ
プ
は
左
上
で
綴

完了検査時に記入してください
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【受付台帳（相模原市版）】 ※受付時手書き記入用 
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【管理用台帳（川崎市版）】 ※申込情報等をPCで入力管理する際に使用する 

 受
付

番
号

取
消

受
付

日
住

所
1

住
所

2
氏

名
り

災
判

定
り

災
証

明
書

N
O

見
積

書
提

出
日

（
見

積
書

受
領

日
）

施
工

会
社

名
施

工
会

社
代

表
者

名

見
積

書
チ

ェ
ッ

ク
担

当
者

保
留

別
保

管
資

料
あ

り
予

算
執

行
伺

修
理

依
頼

（施
行

日
）

支
出

確
定

額

変
更

契
約

希
望

（年
度

跨
ぎ

）

変
更

請
書

発
行

日
完

了
報

告
受

取
日

検
査

担
当

者
完

了
年

月
日

完
了

検
査

日
修

理
箇

所
概

要
保

留
支

出
命

令

支
払

予
定

日
・
業

者
に

伝
え

な
い

こ
と

・
未

確
定

の
日

付
で

す
！

備
考
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【住宅応急修理業者登録者名簿（神奈川県版）】（協定団体⇒県、県⇒市町村、市町村⇒被災者） 

  住
宅
応

急
修

理
業

者
登

録
者

名
簿
（

協
定

団
体

名
）

○
年
○
月
○
日
時
点

N
O

事
業
所
名

代
表
者

担
当
者

自
治
体
コ
ー
ド

郵
便
番
号

住
所

電
話

Ｆ
Ａ
Ｘ

担
当
者
携
帯

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

リ
フ
ォ
ー
ム
事
業
者

団
体
登
録

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40



             

 

57 
 

【住宅の応急修理請負業者推薦依頼書（神奈川県⇒協定団体）】 

  

　　年　　月　　日

協定団体
会長　　○○　  殿

　　　神奈川県知事　　○○　○○

問合せ先

　県土整備局建築住宅部住宅計画課
　担当者 ○○

　電話 045-210-6539　

災 害 救 助 法 適 用 地 域
（ 市 町 村 名 ・ 行 政 区 名 を 記 入 ）

予 想 さ れ る 工 事 件 数 （ 概 要 ）

件

年 月 日に発生した により被災した次の地域にそれぞれ災害救助法が

適用され、同法第４条第１項第６号に定める住宅の応急修理を実施することとなりましたので、

別紙推薦書により工事請負業者をご推薦いただきたく依頼します。

住 宅 の 応 急 修 理 請 負 業 者 推 薦 依 頼 書
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【住宅の応急修理請負業者推薦依頼書（協定団体⇒神奈川県）】 

 

 

  

　　　年　　月　　日

神奈川県知事　　○○　○○　殿

協定団体

会　長　　　　○○　　○○

　　　　年　　月　　日づけで依頼のあったこのことについて、次のとおり推薦します。

所 在 地 代 表 者 名 担 当 者 名 電話番号
受持可能な
市（区）町村

担当者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

電　話　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　

※　　欄が不足した場合は、複写してくださるようお願いいたします。

業 者 名

住 宅 の 応 急 修 理 請 負 業 者 推 薦 書

別紙「住宅応急修理登録者名簿」のとおり
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２ 障害物の除去様式類 

 

（１）様式 

ア 受付・申込時【申請者⇔市町村】                        

【様式第１号】障害物の除去申込書 ___________________________________________ 60 

【様式第２号】資力に係る申出書 _____________________________________________ 61 

【様式第３号】住宅の障害物の除去見積書 _____________________________________ 62 

【参考様式13】障害物の除去指定業者願書 _____________________________________ 63 

イ 依頼時【市町村⇒業者】                            

【様式第４号】障害物の除去依頼書 ___________________________________________ 64 

【参考様式14】障害物の除去実施連絡書 _______________________________________ 65 

【参考様式15】請書 _________________________________________________________ 66 

ウ 完了時【業者⇒市町村】                            

【様式第５号】工事完了報告書 _______________________________________________ 67 

【参考様式16】請求書 _______________________________________________________ 68 

【参考様式17】検査調書 _____________________________________________________ 69 

エ 整備を要する書類（災害救助事務取扱要領に定める書類）【市町村】        

【参考様式10】救助実施記録日計票（応急修理と併用） _________________________ 39 

【参考様式18】障害物除去の状況（内閣府様式17） _____________________________ 70 

 

※このほか、必要に応じて、住宅の応急修理の様式等を参考に使用する。 

 

（２）資料集 

被災者向け障害物の除去のチラシ【例】 _______________________________________ 71 

障害物の除去受付台帳（手書き用）【例】 _____________________________________ 72 

令和元年台風第19号における「障害物の除去」について（通知）【県⇒市町村】 ____ 73 
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様式第１号 

 

申込書提出日     年  月  日 
受付日       年  月  日 
受付番号  第        号 

 

上枠内は記入しないでください。 

 
 

被災住宅の障害物の除去申込書 
 
 〇〇市町村長 様 

被害を受けた 

住宅所在地                        

現在の住所                    

現在の連絡先(TEL)                

氏名                       

 

 

 被災住宅の障害物の除去を実施されたく申し込みます。 

 なお、被災住宅の障害物の除去の申し込みに関して、世帯員の収入、世帯構成を市町村の

担当者が調査・確認することに同意します。 

                                     

１ 災害名         ○○災害 

 

２ 被災日          年  月  日 

   

３ 住家の被害の程度 

○○市町村が発行した「り災証明書」に基づき、次の被害の程度に○をつけてください。 

 

ア 全壊  イ 大規模半壊  ウ 半壊  エ 床上浸水 

 

 

 

添付書類 
１ ○○市町村が発行した「り災証明書」 
２ 資力に係る申出書（様式第２号） 
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様式第２号 

 

資力に係る申出書 

 

○○市町村長 様 

 

私、                            は、○○災害のため、住家が全壊 ・ 大規模半
壊 ・ 半壊 ・ 床上浸水（該当に○）しております。 

障害物を除去する資力が下記の理由のとおり不足するため、障害物の除去を実施していただきま
すようお願いします。 

 

記 

 

※世帯の収入の状況、資力が不足する理由を具体的にご記入ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年  月  日 
申出者   被害を受けた住宅の所在地 
 

                                                            
 
現住所                           
   
氏  名                          
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様式第３号

○○市長　様

見積対象の住宅

受付番号

　　　　年　　月　　日

住       所

業  者  名

代表者名 印

電話番号

障害物の除去の対象工事金額

　￥

　￥

　￥

（参考）工事全体の金額

　￥

住宅の障害物の除去見積書

被災者氏名 被災住宅所在地

工事費（税込）

工事価格

消費税等相当額

工事費（税込）



             

 

63 
 

 

参考様式13

○○市長　あて

（除去申込者）　住　所

　　　　　　　　　

氏　名

（複数世帯の場合は代表者を記載）

　障害物の除去指定業者として、次の業者を指定してくださるようお願いいたします。

（業者を証明する添付書類：（法人）建設業許可証写し等、（個人）運転免許証写し等）

（施工業者） 住　所

会社名

代表者名

電話番号

　　　　年　　月　　日　

障害物の除去指定業者願書
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様式第４号

施工業者　様

印

　次の被災者住宅について、別添除去見積書（写）のとおり障害物の除去を依頼しますので、

工事完了後、速やかに「工事完了報告書」を提出してください。

　なお、工事内容の最終確認の結果、経費によっては障害物の除去の対象外となる場合もあ

りますのでご了承願います。

１　依頼対象の住宅・見積金額

合計金額

２　依頼工事の金額 金 円（障害物の除去対象分）

３　工事全体の金額（参考）　金

【添付書類】

　・除去見積書（写）

　　　　年　月　日

障害物の除去依頼書

○○市長

受付番号 被災者氏名 被災住宅所在地 見積金額
(障害物の除去分)

0

円
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参考様式14

申込者　様

　被災された次の住宅について、別添のとおり障害物の除去を実施するよう依頼しまし

たので、連絡します。

　工事日は、施工業者からお知らせいたしますので、お立ち会いくださるようお願いいたします。

１　被災住宅所在地

　

２　受付番号

　

３　施工業者

　

４　留意事項

・ 経費によっては障害物の除去の対象外となる場合や、1世帯当たりの上限金額を

超える場合は、申込者の支払いが生じることがあります。

（添付書類）

　　障害物の除去依頼書（写）、障害物除去見積書（写）

　　　　年　月　日

障害物の除去実施連絡書

○○市長
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参考様式15 受付番号

１　件　　名： ○○災害における障害物除去工事

２　工事場所：

３　工事期間： から

４　契約金額： 一金 円也   

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の相当額を含む。）

５　契約保証：免除

６　請求条件： ○○市の検査に合格したときは、所定の手続きに従い代金の支払を

請求する。

７　支払方法：完了後払　

８　その他　：

  ○○市契約規則、関係書類（障害物除去見積書、障害物除去依頼書等）、協議等承諾

のうえ上記のとおり引き受けます。

○○市長　様

住所

氏名

印

     年　　月　　日

受注者：

請　　　書

　　　年　月　日 　　　年　月　日

印紙

貼付
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68 
 

 

 

様式第５号

　　  年　　  月　　  日

○○市長　様

（施工業者）

会社名  

代表者名

　次の被災者住宅について、別添除去見積書（写）のとおり障害物の除去を完了しました

ので、報告します。

１　依頼対象の住宅

２　完了年月日 　　　　　年　　月　　日

【添付書類】

・除去見積書（写）

・工事写真（施工前、施工中、施工後）

工事完了報告書

受付番号 被災者氏名 被災住宅所在地
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参考様式16

円也

災害救助法による障害物の除去工事に対する完成代金を上記のとおり請求します。　　

請求内訳

受付番号

　　　　　　　　　　　　住　　　　　　所

　　　　　　　　　　　　氏名及び名称

（法人にあってはその代表者の氏名）

○○市長　様

本店

支店

請　　　　　　　求　　　　　　　書

一金 0

申込者名 対象住宅所在地 工事金額（障害物除去分）

合　計　　 円

銀行 当 座 ・ 普 通

　　　　年　　　月　　　日

必ずご記入下さい。

口座振込先銀行名 預 金 種 別 口　座　番　号
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参考様式17 受付番号

（決裁欄）

　　　年　　月　　日

○○市長　様

検査員　職氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　印

次のとおり検査しました。

契 約 名

受 注 者

工 事 場 所

契 約 金 額

工 事 着 手 年 月 日

※複数世帯対象の場合は、以下に上記以外の工事対象の受付番号等を記載

（受付番号）

備考

　（工事場所）

工事完了年月日

○○災害における障害物除去工事

契約締結年月日

契 約 工 期 完 了 検 査 年 月日～

検　査　調　書
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【参考様式 18】 

  ↓内閣府「災害救助法の救助の実施について（昭和40年５月11日社施第99号）」に定める様式17
様式１７

市町村名

整理番号 除去に要した期間 実支出額
除去に要すべき

状態の概要
備考

　月　日～　月　日 円

半壊（焼）
世帯

床上浸水
世帯

（注）１　　除去に際し、複数の業者が施工した場合はその旨を備考欄に記入すること。

障害物除去の状況

住家被害程度区分

計
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被災者向け障害物の除去のチラシ【例】 

  
 

 

 

 

令和元年台風第１９号によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障

を及ぼしているものの除去を市町村が実施する制度です。制度の利用を希望される方は、災害時にお住

まいの市町村にお申し込みください。 

 

 

 次の要件のいずれにも該当する方が、対象になります。 

(１) 災害時に住んでいた住家が全壊、大規模半壊、半壊又は床上浸水した方 

(２) 住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で一時的に居住できない状態にあり、自らの資力では

障害物を除去できない方 

(３) 避難所等へ避難している方で、障害物を除去して元の家に住む方 

(４) 応急仮設住宅（借上の民間賃貸住宅を含む。）を利用しない方 

 

 

障害物の除去は、当面の日常生活に最低限必要な場所を確保するために行うものですので、その範

囲は次のとおりとなります。 

なお、障害物除去後の室内の清掃、消毒等は対象になりません。 

(１) 居室、台所、玄関、便所等の日常生活上欠くことのできない場所にある土砂等の除去（物置や 

倉庫等にある土砂等は対象外） 

(２) 住家の入口が土砂等で閉ざされている場合の玄関回りの除去 

 

 

(１) 一世帯当たりの限度額は 137,900 円（※）です。 

※申請者への支払いは行いません。施工業者へ直接、市町村が支払います。 

(２) 同一世帯（1 戸）に 2 以上の世帯が居住している場合でも、上記（１）の一世帯当たりの限度額

以内となります。 

 

  

令和元年○月○日（○曜日）から 

 

  

具体的な期限は、今後、申込状況や除去の進捗状況に応じて別途設定します。 

 

申込先 災害時に居住していた市町村 
 
問合せ 災害時に居住していた市町村 

 

対象者  

被災住宅の障害物の除去制度について（ご案内） 

除去の範囲 

募集期間  
 

令和元年台風第１９号による被災者の皆様へ 

除去の完了期限 

注意事項 
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障害物の除去の受付台帳（手書き用）【例】 

 

  
障害物の除去　受付台帳

番号 受付日 損壊状況 被災住宅所在地 氏名 電話番号
備考

（不足書類等）

1 ／ 全壊・大半・半壊・床上浸水

2 ／ 全壊・大半・半壊・床上浸水

3 ／ 全壊・大半・半壊・床上浸水

4 ／ 全壊・大半・半壊・床上浸水

5 ／ 全壊・大半・半壊・床上浸水

6 ／ 全壊・大半・半壊・床上浸水

7 ／ 全壊・大半・半壊・床上浸水

8 ／ 全壊・大半・半壊・床上浸水

9 ／ 全壊・大半・半壊・床上浸水

10 ／ 全壊・大半・半壊・床上浸水

11 ／ 全壊・大半・半壊・床上浸水

12 ／ 全壊・大半・半壊・床上浸水

13 ／ 全壊・大半・半壊・床上浸水

14 ／ 全壊・大半・半壊・床上浸水

15 ／ 全壊・大半・半壊・床上浸水

16 ／ 全壊・大半・半壊・床上浸水

17 ／ 全壊・大半・半壊・床上浸水

18 ／ 全壊・大半・半壊・床上浸水

19 ／ 全壊・大半・半壊・床上浸水

20 ／ 全壊・大半・半壊・床上浸水

21 ／ 全壊・大半・半壊・床上浸水

22 ／ 全壊・大半・半壊・床上浸水

23 ／ 全壊・大半・半壊・床上浸水

24 ／ 全壊・大半・半壊・床上浸水

25 ／ 全壊・大半・半壊・床上浸水

26 ／ 全壊・大半・半壊・床上浸水

27 ／ 全壊・大半・半壊・床上浸水

28 ／ 全壊・大半・半壊・床上浸水

29 ／ 全壊・大半・半壊・床上浸水

30 ／ 全壊・大半・半壊・床上浸水

31 ／ 全壊・大半・半壊・床上浸水

32 ／ 全壊・大半・半壊・床上浸水

33 ／ 全壊・大半・半壊・床上浸水

34 ／ 全壊・大半・半壊・床上浸水

35 ／ 全壊・大半・半壊・床上浸水

○○市町村　○○課
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令和元年台風第19号における「障害物の除去」について（通知）【県⇒市町村】 

 

住 計 第 1 3 4 0 号  

                           令 和 元 年 10月 21日 

災害救助法適用市町村 

障害物の除去事務担当課長 様 

（救助実施市を除く） 

                       神奈川県県土整備局 

建築住宅部住宅計画課長 

                        （公 印 省 略） 

 

令和元年台風第19号における「障害物の除去」について 

 

 このことについては、災害救助法（昭和22年法律第118号）の規定により、当該救

助に要した経費を国及び県が負担することとされており、令和元年10月12日付け

で、本県から貴市町村に事務を委任しているところです。 

つきましては、障害物の除去に関して次のことに御留意いただき、御対応をお願

いします。 

記 

 

１   住民への周知等 

今後「障害物の除去」を実施する市町村におかれましては、次の資料を例として

作成しましたので、御活用ください。 

（１）被災住宅の障害物の除去制度について（ご案内） 

（２）被災住宅の障害物の除去申込書 

（３）資力に係る申出書 

（４）受付簿 

 

２  支出関係書類等の整備 

「障害物の除去」において市町村が支出した費用は、後日精算を行いますので、

次の書類を整えてください。 

（１）支出関係書類（実施伺い、見積書、契約伺い、契約書又は請書（会計規則上

必要な場合）、完了確認書、請求書等） 

（２）除去前後の写真 
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３  その他 

（１）「障害物の除去」については、当面の日常生活に最低限必要な場所を確保する

ために行うものであり、単に床下の泥を除去する場合は対象にならないことがあ

りますので、判断に迷う事案がありましたら「問合せ先」へ連絡願います。 

（２）罹災証明書の発行を待たずに半壊と判断して実施したが、その後に発行された

罹災証明書で一部損壊となった場合の除去の費用については、災害救助費の対象

にならず、国と県では負担できませんので、慎重に対応願います。 

 

※  対象者等の詳細 

「災害救助事務取扱要領 （令和元年10月）内閣府政策統括官（防災担当）」のＰ84

～Ｐ86を参照してください。 

 

問合せ先 

 住宅計画課 

住宅企画グループ ○○ 

電話：045-210-6539 
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第３章 資料集 

 

１ 質疑応答（Ｑ＆Ａ） ____________________________________________________ 77 
 

【内閣府】災害救助法に基づく住宅の応急修理に関するＱ＆Ａ _____________________ 77 

【神奈川県】令和元年台風19号における住宅の応急修理関係 Ｑ＆Ａ（県所管区域） __ 83 

【川崎市】令和元年台風19号における住宅の応急修理関係質疑応答 _________________ 84 

【相模原市】住宅の応急修理（災害救助法）に関するＱ＆Ａ _______________________ 91 

 

 

２ 協定書  ______________________________________________________________ 97 

 

災害発生時の住宅対策に関する各種マニュアルと協定締結の状況 ___________________ 97 

【全国木造建設事業協会（全木協）】 ___________________________________________ 98 

【神奈川県建設業協会（神建協）】 ____________________________________________ 101 

【神奈川県建築士事務所協会（神事協）】 ______________________________________ 104 

【神奈川県電気工事工業組合（神電工組）】 ____________________________________ 106 

 

 

３ 法令集  _____________________________________________________________ 108 

 

災害救助法（抜粋）  _________________________________________________________ 108 

災害救助法施行令（抜粋） ____________________________________________________ 112 

災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準（抜粋） ________ 114 

災害救助法施行細則による救助の程度等（抜粋） ________________________________ 121 

 

（参考）※次の法令等は、応急仮設住宅供給マニュアル資料編を参照 

災害救助法施行規則 _____________________________________________________ 資 5－16 

災害救助法の運用に関する件 _____________________________________________ 資 5－19 

災害救助費の国庫負担について ___________________________________________ 資 5－28 

災害救助法による救助の実施について _____________________________________ 資 5－30 

大規模災害における応急救助の指針について _______________________________ 資 5－46 

 

＊留意事項＊ 

災害時には法令が改定されている場合があるため、必ず最新の法令等を確認してください。 

 

（参考）内閣府防災情報（災害救助法）のページ 

http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo.html 

http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo.html
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１ 質疑応答（Ｑ＆Ａ） 

内閣府政策統括官（防災担当） 
令 和 元 年 11月 2 1日 現 在 

【内閣府】災害救助法に基づく住宅の応急修理に関するＱ＆Ａ 

（市町村職員・被災者向け） 
質  問 回  答 

１ 住宅の応急修理とはどのような制度

なのか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害のため住宅が半壊若しくは一部損壊（準半

壊）（仮称）を受け、自らの資力では応急修理を

することができない世帯又は大規模半壊の被害認

定を受けた世帯に対し、被災した住宅の屋根や台

所・トイレなど日常生活に必要不可欠な最小限度

の部分の応急的な修理について、市町村が業者に

依頼し、修理費用を市町村が直接業者に支払う制

度です。 

 

【基準額（消費税込み）】 

半壊・大規模半壊：595,000円以内 

一部損壊（準半壊）：300,000円以内 

２ 住宅の応急修理費用を貰って自分で

業者に発注することは可能か。 

修理に要した経費は自治体が直接、修理業者に

支払います。 

ただし、上記１の金額を超える修理を行う場合

には超過した分の修理額について、自己負担で支

払っていただく必要があります。 

３ 住宅の応急修理の範囲はどこまで

か。 

住宅の応急修理の対象は、屋根等の基本部分、

ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、トイ

レ等の衛生設備の日常生活に必要な部分です。 

なお、災害の難を逃れ、単に古くなった壁紙や

畳の交換は対象外です。 

４ 応急仮設住宅に入居した場合、住宅

の応急修理はできるのか。 

 

住宅の応急修理は、応急仮設住宅に入居するこ

となく、何とか自宅で日常生活を継続できるよう

にするための制度です。このため、応急仮設住宅

と住宅の応急修理の併給はできません。 

５ 災害救助法に基づく住宅の応急修理

と被災者生活再建支援法の支援金は

併給してもよいか。 

 併給は可能です。 

 住宅の応急修理をする場合は、大規模半壊など

支援法の対象となる被害が生じた世帯であれば、

被災者生活再建支援金も合わせて活用することが

できます。 

 なお、被災者生活再建支援金を活用する場合

は、上記２と同じく自己負担分の契約が必要とな

ります。 

６ 公営住宅、市営住宅、国家公務員宿

舎等や在宅避難や親戚・知人宅への

避難をしていても住宅の応急修理は

可能か。 

在宅避難中や親戚などのお宅に身を寄せていて

も住宅の応急修理の実施は可能です。 

また、応急修理が完了するまで左記の住宅等に

一時的に避難していた場合でも、応急修理の実施
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が可能です。 

ただし、応急修理を行った後、住家に戻ってい

ただくことが前提となります。 

７ 駐車場や倉庫も応急修理の対象とし

てよいか。 

住宅の修理が対象となります。 

駐車場や倉庫は対象外です。 

７-

2 

家電製品は応急修理の対象となるの

か。 

家電製品は応急修理の対象外となります。 

エアコンの室外機も応急修理の対象外です。 

 

８ 住宅の応急修理の申込みはいつまで

に行わないといけないのか。 

修理業者の見積書の作成など順番待ちや修理作

業により遅れることもありますが、期限は設けて

おりません。 

なお、住宅の応急修理の申請受付については、

可能な限り速やかな完了に努めていただきますよ

うお願いします。 

 

８-

2 

住宅の応急修理の完了期限が１ケ月

とされているが、延長は可能か。 

内閣府告示においては、住宅の応急修理の完了

期限は１ケ月となっていますが、この期間での救

助の適切な実施が困難な場合には特別基準により

期間の延長が可能です。 

その上で、被災者の最後の一人が応急修理を完

了するまでは延長を継続する必要があります。 

 

９ 被災者の所得に関係なく対象となる

のか。 

世帯の収入要件については、「資力に関する申

出書」を基に、その被災者の資力を把握し、ある

程度資力がある場合は、ローン等個別事情を勘案

し、判断することとしています。 

※ 平成28年5月までは前年（又は前々年）の世帯

収入について確認を求めていたが、この要件は

撤廃している。 

10 住宅の応急修理に必要な書類は何で

すか。 

申込みの際に必要な書類等は以下のとおりで

す。 

① 住宅の応急修理申込書（様式１号） 

② り災証明書 

③ 施工前の被害状況が分かる写真 

④ 修理見積書（様式３号） 

（後日、提出可だが、工事決定までに必要） 

⑤ 資力に関する申出書（様式２号） 

上記以外にも、各自治体において申請に必要な

書類が追加される場合もありますので、詳しくは

最寄りの市町村の住宅相談窓口に確認してくださ

い。 

また、工事完了後には、工事施工中、施工後の

施工写真が必要になりますので留意願います。 

 

11 大規模半壊、半壊、一部損壊（準半

壊）かどうかは、どのように確認す

るのか。 

り災証明書の「被害の程度」欄、又は被災者台

帳により確認します。 

また、り災証明書の提出が申込み後となる場合

は、自宅の被害状況が分かる写真などで代用し、

り災証明書が交付を受けた段階で提出いただけれ
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ば結構です。 

 

12 単身赴任等により住民票を移動せず

居住していた住宅が被災した場合、

住宅の応急修理の対象となるか。 

今後も引き続き被災した住宅に住み続ける場合

には、複数月分の公共料金の支払証明など、客観

的に居住の実態が確認できる資料により居住の実

態が判断できれば問題ありません。 

13 全壊した住宅は応急修理の対象とな

らないのか。 

全壊であっても、応急修理を実施すれば居住す

ることが可能なら、応急修理の対象とすることが

可能です。 

 

14 １階が店舗や事務所として利用して

いる併用住宅は住宅の応急修理の対

象となるか。 

住宅の応急修理は、日常生活を営んでいるとこ

ろを対象とするため、１階が事務所や店舗等であ

る場合には対象となりません。 

ただし、１階の階段が壊れて２階の居住スペー

スに行けない、１階にしかトイレがない等理由が

あれば修理の対象となります。 

15 住民票は一つだが、例えば「母屋」

と「離れ」のように別居している世

帯の場合、「母屋」と「離れ」それ

ぞれで修理を受けることはできる

か。 

世帯・生計が別で、それぞれが独立した住戸を

形成していれば、それぞれで応急修理は可能で

す。 

16 複数階建て共同住宅の共用部分は修

理対象となるか。共用部分が利用で

きないと上層階に行くことができな

い。 

① 分譲住宅の場合、管理組合理事会や各住居世

帯主持ち回りなどにより入居者の正式な同意

（同意書）が得られれば、入居世帯分の費用を

合算して共用部分の修理を行うことが可能で

す。 

② 賃貸住宅の場合、一般的にはその借家の所有

者・管理者が修理を行うこととなります。しか

し、所有者・管理者に応急修理を行う資力がな

い場合には、入居世帯数分の費用を合算して共

用部分の修理を行うことが可能です。 

  なお、この場合、所有者・管理者に資力がな

いことを証する資料が必要となります。 

17 ＤＩＹの材料費は、住宅の応急修理

の対象となるか。 

ＤＩＹは、自らの資力で実施することから、応

急修理の対象外となります。 

18 仕様がグレードアップになる工事は

対象となるか。 

例えば、部屋を６畳間から８畳間に拡張する等

の工事を行う場合でも、修理対象工事が含まれる

場合は当該工事を応急修理の対象として差し支え

ありません。 

19 屋外設置型給湯器は応急修理の対象

となるか。 

浸水等により破損した給湯器（配管、貯湯タン

ク、室外機）は対象となります。 

20 床上浸水により汚泥が堆積し、洗い

流しても悪臭が取れない、カビが発

生するなど、そのままでは生活でき

ない場合、破損はなくても修理の対

象となるか。 

汚泥や悪臭により使用できないと判断した床や

壁については、応急修理の対象として差し支えあ

りません。 

また、床と併せて畳などの修理を行う場合も対

象となります。 

21 住居内の土石や木竹の除去は応急修

理の対象となるのか。 

住宅内の障害物を除去する場合は、住宅の応急

修理に該当しません。 

障害物の除去に関する制度が別途ありますので



 

80 

相談窓口でその旨相談願います。 

22 応急修理に伴い廃棄する廃材の処分

費等は、応急修理制度の対象となる

か。 

応急修理によって搬出される産業廃棄物の運

搬、処分費は応急修理制度の対象となります。 

また、環境省の災害等廃棄物処理事業の対象と

なる場合もありますので、市町村の廃棄物処理窓

口に相談してください。 

23 床の修繕に合わせて畳敷きをフロー

リングに変更してもよいか。 

当該仕様の変更については応急修理の対象とし

て差し支えありません。 

ただし、床暖房などの追加設備（グレードアッ

プ）は自己負担となりますので留意願います。 

23 

-2 

畳の交換は対象となるのか。 床と併せて畳などの修理を行う場合も対象とな

ります。 

畳だけの交換は対象となりません。 

また、床と併せて交換を行う畳の枚数に上限設

定はありません。 

24 床板を修理するうえで、床下断熱材

は対象となるか 

浸水した床下断熱材はカビの温床となる可能性

が高いため、その交換については応急修理の対象

として差し支えありません。 

25 浸水した部分の床壁の修繕は対象と

なるか。（断熱材、石膏ボード張替

など） 

一度、浸水した断熱材はカビの温床となる可能

性が高いため、交換の対象として差し支えありま

せん。 

その際、石膏ボードを外す、壊す等せざる得な

い場合も張替えの対象となります。 

 

26 内部建具（ドア、ふすま、障子）は

対象となるか。 

損傷度合いにもよりますが、ドア類は長時間浸

水することで反ってしまった場合、ふすま、障子

類も枠組みが破損している場合などについては応

急修理の対象として差し支えありません。 

なお、ふすま、障子の張替えだけで済むような

修理は対象にはなりません。 

 

27 破損した内壁（土壁）は対象として

よいか。 

珪藻土や聚楽壁などは一度浸水するとボロボロ

になってしまう可能性が高いため、対象として差

し支えありません。 

28 エアコンの室外機は修理の対象とな

るか。 

エアコンは家電製品であり、住宅の応急修理の

対象とはなりません。 

29 従前、井戸水を使用していたが、災

害後、井戸が濁って、飲めなくなっ

た。住宅の前に水道管が通ってお

り、敷地内の配管を行えば給水が可

能であるため配管を行いたいが、こ

の工事は応急修理の対象となるの

か。 

新たに水道を敷設するための工事は元の住宅の

応急修理の範囲とはならないため、対象とはなり

ません。 

上水道事業を所管する担当窓口に相談願いま

す。 

30 浸水被害により、浄化槽ブロワーが

故障した。ブロワーの交換は応急修

理の対象となるか。 

浄化槽ブロワーは住宅設備であり、対象として

差し支えありません。 

31 台所の流し台（キッチン）を交換す

ることは応急修理の対象となるか。 

また、オール電化のＩＨクッキング

損傷した流し台（キッチン）は住宅の基本設備

であり、交換は応急修理の対象として差し支えあ

りません。 
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ヒーターは対象となるか。 ＩＨクッキングヒーターがシステムキッチンと

一体となっている場合は修理の対象です。 

ただし、ガスコンロからＩＨクッキングヒータ

ーなどの明らかなグレードアップは応急修理の対

象外となります。 

32 ガスコンロは対象となるか。  ガスコンロは家電製品であり、生活必需品とし

て配布していることから応急修理の対象外となり

ます。 

 

33 便器が使用できない状態になった。

応急修理の対象となるか。 

応急修理の対象として差し支えありません。

（暖房便座は可。） 

ただし、温水洗浄便座（ウォシュレット等）は

応急修理の対象外となります。 

 

34 浴槽に汚泥や石が入り、破損又はひ

びが入っている。応急修理の対象と

なるか。 

修理・交換の対象として差し支えありません。 

35 各住戸に設置している防災行政無線

が浸水により使用不能となった。修

理の対象になるか。 

応急修理の対象外です。個別の受信器の交換・

修理については、各市町村又は都道府県の危機管

理部門にお尋ねください。 

36 59万５千円以内あるいは30万円以内

であれば、修理を複数業者へ依頼す

ることは可能か。 

修理を工種ごとに別の業者に分割発注すること

は可能です。 

37 住宅の修理の見積を依頼したら、

100万円の見積書が提示された。応

急修理の限度額を超える場合は、ど

のように申し込んだらよいか。 

 

 

被災者負担分と、応急修理分を含んだ修理見積

書（様式第２号）を作成し、各市町村窓口に提出

してください。 

なお、基準額を超えた部分や応急修理の対象と

ならない部分については、申請者と業者で別途契

約をしていただく必要があります。 

 

修理総額100.0万円の場合 

応急修理 59.5万円以内 

（応急修理の対象外が多い場合は満額にはな 

りません。） 

自己負担 40.5万円以上 

38 応急修理業者は指定業者から選択し

なければいけないのか。 

自分の家を建ててくれた業者又は大

工に施工してもらってはいけないの

か。 

応急修理指定業者リスト以外の業者に施工して

もらうことは可能です。 

ただし、応急修理の対象等、制度の内容を説明

させていただく必要があるので、手配された業者

の方に受付窓口に来ていただくようお願いしてく

ださい。 

（ほかの市町村で既に登録済みで、応急修理制度

を理解されている業者の場合は、その旨を窓口で

お知らせください。） 

39 応急修理の申請時に提出する「り災

証明書」、「住民票」は、コピーで

よいのか。 

コピーで差し支えありません。 

40 見積書に添付する被害状況を示す資

料として図面の添付は必要か。数量

工事実施前については、施工前写真、見積書を

添付いただければ問題ありません。 
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を示すために図面は必要か。 図面の添付は必要ありません。 

また、工事完了後については、工事完了報告

書、施工中、施工後の写真等及び請求書が確認で

きれば、完了図面は不要です。 

 

41 住宅の応急修理に定める申請書等の

様式を加筆・修正してもよいか。 

地域の実情に応じて必要があれば加筆・修正し

て構いませんが、被災者や各自治体の業務の増加

に考慮して見直しを行った結果であること、会計

法令上、省略できない書類まで省かないことが原

則となります。 

 

42 修理業者が通常使用している見積書

に変更してもよいか。 

住宅の応急修理の指定の様式を使用してくださ

い。 

内訳として修理業者が通常使用している見積書

を添付いただくことは差支えありません。 
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【神奈川県】令和元年台風１９号における住宅の応急修理関係 Ｑ＆Ａ（県所管区域） 

 カテゴリ

ー 
質疑 

回答 

（内閣府確認済） 

1 対象範囲 被災した屋根の真下が生活

に必要不可欠な部屋でなけ

れば制度対象とならない

か。 

応急修理は、原則として日常生活に不可欠な部

分を対象としているが、構造上の基本となる部

分（屋根・外壁・柱・基礎等）については、面

する室の用途に限らず対象となる。（内閣府確

認済み） 

2 対象範囲 寝室は、日常生活に不可欠

な部分に当たらないか。 

日常生活において、『居室、炊事場及び便所等

日常生活に必要最小限度の部分』に対しての応

急修理は可能であることから、寝室は対象にな

る。 

 

※個別ケースで、他に就寝することが可能な部

屋が複数あり、その寝室を補修しなくても生活

が可能と判断される場合は、対象外となる可能

性もある。 

3 対象住宅 

（対象者） 

A世帯が２つの建物（自宅と

別荘）を所有しており、被

災（損害割合 10％以上）し

た建物が週末や長期休暇で

利用することを想定してい

る別荘である。この場合、A

世帯は居住する住家（自

宅）があることから、別荘

への災害救助法の適用はで

きないと判断してよいか。 

適用外となる。 

4 対象住宅 

（対象者） 

自宅と別荘の判断は、住民

票の住所により行ってよい

か。 

生活実態に合わせて判断する必要がある。 

例えば、電気・ガスの利用実績、あるいは、本

人宛の郵便物の確認など。 

5 補助額 共同住宅（マンション等）

における補助の限度額につ

いては、１世帯あたり、専

有部分と共有部分（渡り廊

下、外廊下、階段）の合計

額が 59 万５千円以内と考え

てよいか。 

そのとおり。 
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【川崎市】令和元年台風１９号における住宅の応急修理関係質疑応答 

 質疑 回答 

【住宅の応急修理制度について】 

1 一部損壊は対象になりますか。 
罹災証明で一部損壊（準半壊）と判定されたものは対

象となります。限度額は税込み３０万円になります。 

2 

いつまでに申請すればいいですが。い

つまでに着工、竣工すればいいです

か。 

当面の間、受付をしております。申込受付を締め切る

際にはホームページ等によりお知らせします。 

着工についてですが、修理は市と工事施工者で契約し

応急修理の工事を実施しますので、市が工事施工者

から見積書を受領し、市から工事施工者へ工事依頼を

行ってから着工するものとなります。 

また、竣工については、現時点では期限を定めていま

せん。今後、期限を定める場合には、市ホームページ

等によりお知らせします。 

3 
り災証明の交付を受けなければ,受付

や修理工事に着手できないのか。 

原則として,り災証明等の交付後に修理申し込み時に

提出いただく必要がありますが,工事代金の精算前の

段階であって、かつ、写真等で応急修理制度の要件に

適合することが確認でき、市へ見積書の提出や工事

前、中、後の写真などの書類の提出であれば、制度の

対象とすることが可能な場合があります。ただし,提出

書類で応急修理制度の要件が確認できない場合は制

度の対象外となりますのでご注意ください。 

4 

すでに工務店に発注（着工、竣工）して

いるが、対象となりますか。また、すで

に代金を支払っている場合、対象とな

りますか 

写真等で応急修理制度の要件に適合することが確認

でき、市へ見積書の提出や工事前、中、後の写真など

の書類の提出であれば、制度の対象とすることが可能

な場合があります。 

工事代金が精算済の場合は対象となりません。 

5 

すでに工務店に発注(着工、竣工)して

いる場合、手続きをどうしたらいいです

か。 

申込申請書類一式（案内チラシ参照）と 

見積書、工事写真（前、中、後）を持って窓口にて相談

をお願いします。 

6 

全体の修理費用が,住宅の応急修理制

度の限度額 59万 5千円を超える場

合,この制度の適用は受けられないの

か。 

全体の修理費用が応急修理制度の限度額を 超える

場合であっても,本制度は活用できます。この場合,制度

の対象となる工事のうち、59万 5千円以下となる部分

が市の負担分であり、それを超える部分については,自

己負担となります。 

7 資力の具体的要件はなんですか。 

客観的な数値等による要件なく、申出書に記載いただ

いた資力が不足する理由によって確認します。公表し

ている記載例を参考に記入してください。 

8 だれに修理を頼めばいいですか。 

お付き合いのある工務店などに依頼できます。その場

合、その業者が市に必要書類等の提出に対応いただく

必要がありますので、対応が可能であるか市ホームペ

ージに掲載している書類または、申込後に市からお渡

しする書類により業者に確認をお願いします。 
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また、申込後に市から配布する施工業者一覧の中から

選定していただくこともできます。 

9 市のほうで、業者を手配してほしい。 

業者の選定は、実際に居住している方が、日常生活を

営むために必要な修理箇所等を具体的に指示する必

要があることから市が業者を選ぶことは、公平性の観

点からもできません。 なお、市と協定を結んでいる団

体における業者リストをお渡ししますので、ご参照くださ

い。（高齢等の理由により電話や申込ができない場合

は、申込者に業者を選んでいただいた上で、手続等を

支援することは可能） 

10 
一覧表にのっていない工務店に頼みた

いが、可能ですか。 

可能です。その場合、その業者が市に必要書類等の

提出に対応いただく必要がありますので、対応が可能

であるか市ホームページに掲載している書類または、

申込後に市からお渡しする書類により業者に確認をお

願いします。 

11 
二世帯住宅だが、限度額（５９．５万円）

は二倍となりますか。 

日常生活に不可欠で必要な部分が世帯ごとに分離さ

れていて２戸とみなせる状況でかつ、罹災証明書が世

帯ごとに交付されている場合は、２世帯とも対象とし、

それぞれの世帯ごとに限度額以内で応急修理を行うこ

とができます。 

12 
補助を受けた後に何年以上居住しない

といけないなどの制約等はあるか。 
居住期間の制限はありません。 

13 

一つの建物で、被災者の要望で設備

工事と大工工事を別々の業者にお願

いした場合（分離発注をした場合）で

も、合わせて上限額まで制度の対象と

なりますか。 

対象となります。例：一つの建物で、被災者の要望で設

備工事と大工工事を別々の業者にお願いした場合、2

社の合計金額を 59.5万円限度として対象になります。 

14 

損傷が生じている部分が、今回の水害

が原因なのか、もともと壊れていたの

かわからない。 

もともと壊れていたものは対象外です。今回の水害が

原因で壊れたか否かについて判断がつかない場合

は、修理を依頼する工務店や建築士等へご相談する

などし、ご自身で判断してください。 

15 
修理用の材料を購入し、自分で修理し

たいのだが、制度の対象になるか。 

住宅の応急修理制度は,被災者の住宅の修理工事に

係る費用を、市が直接業者と契約し、修理工事後に費

用を支払うものであるため、被災者が自分で修理した

場合は制度の対象とはなりません。 

16 
依頼したい業者は株式会社だが建設

業許可をとっていない。 

応急修理指定業者願書に法人登記の写し等を添付し

てください。 

17 
施工前や施工中の写真を撮っていな

いが、対象工事として認めてくれ 

業者から「写真が撮影できなかった」旨の申立書を受

け取るとともに、申立の内容について見積書と照らし、

工事の内容を丁寧に聞き取り文章として残すことで、対

象工事として認められる場合があります。 

【他制度との関係について】 

1 
どのような被害だと一部損壊（半壊）に

なりますか 

罹災証明の判定については、各区の危機管理担当に

お問い合わせください。 
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2 

通知された被害よりも被害が生じてお

り、半壊だと考えている。判定をやり直

せ。 

罹災証明の判定については、各区の危機管理担当に

お問い合わせください。 

3 
被災者生活再建支援金はいつ支給さ

れるのか。 
各区の地域みまもり支援センターで受付をしています。 

4 
被災者生活再建支援金の申請もここで

できるのか。 

できません。 

各区の地域みまもり支援センターで受付をしています。 

5 
応急修理と被災者生活支援金と両方

の支援をうけることは可能でしょうか。 

住宅の応急修理制度を利用した被災者でも，被災者生

活再建支援制度となる場合には利用することはできま

す。なお，被災者生活再建支援制度の支援金を，住宅

の修理に充当することが可能です。 

6 

市営住宅（県営住宅、特公賃、ＵＲ）に

一時入居しているが、申請はできます

か。 

応急修理の対象となります。ただし修理完了後は市営

住宅等から退去する必要があります。 

7 
火災保険の保険金がおりる予定だが

申請できるか 
できます。 

8 
解体工事に対する支援制度はないの

か 

環境局施設整備課が、り災した家屋の解体・撤去に関

する支援を担当しています。０４４－２００－２５７５まで

お問合せください。 

9 

市独自支援（川崎市令和元年東日本

台風災害支援金支給制度）３０万円支

給との併用はできるか。 

うちは独自支援の対象とならないの

か。 

併用できます。 

独自支援の対象者には直接申請書類が郵送されま

す。 

詳しくは、コールセンター044-200-0220までお問合せく

ださい。 

【制度の対象者・対象建物】 

1 

応急修理を受けられる住宅の要件は。

私の住宅は応急修理の対象となります

か。 

・平成元年台風 19号により、罹災証明で一部損壊（準

半壊）以上の被害認定を受けた世帯で、 

・修理により被害を受けた住宅での生活が可能となる

こと、 

・及び、半壊、一部損壊（準半壊）の場合には、自らの

資金では修理できないことが条件となります。 

なお、修理の範囲は、居室、台所、トイレなどの日常生

活に必要な部分のみとなります。 

また、借上げの応急仮設住宅の利用との併用はできま

せん。 

2 
分譲マンションについては、応急修理

の対象となるのか。 

対象となります。 

・対象となる世帯：戸建てと同じ。（罹災証明が一部損

壊（準半壊）以上、資力がない等） 

・対象なる部位 

（１）個別の世帯が単独で申込をする場合 

廊下側の外壁・玄関ドア・サッシ等、 

バルコニー側の外壁・サッシ等、 

専用部分の上下水道管、バスタブ、風呂釜、台所(水

栓、シンク等)、トイレ(便器)等 
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※実際の事務では専用部分の床、壁断熱材等も対象

として実施しました。 

（２）共用部分を複数世帯で修理する場合 

資料をもって住宅整備推進課あて相談してください。 

3 

マンションの１階が半壊以上となってい

ます。共用部分については、管理組合

が申請すればいいですか。 

申請は制度の要件を満たす世帯のうち、共有部分につ

いては修理箇所を日常的に使用する世帯に限定され

ます。複数世帯で共用部分を修理する場合には、委任

状により委任を受けた管理組合理事長が代表して共

用部の修理に関する手続きを行うことも考えられます。

資料をもって住宅整備推進課あて相談してください。 

4 店舗併用住宅は対象となりますか。 
対象となりますが、応急修理の箇所は住宅部分のみと

なります。 

5 
台風１５号で被害を受けたが、対象と

なりますか。 

今回対象となるのは、台風１９号で受けた被害のみと

なります。り災証明書の被害の原因が台風１９号となっ

ている必要があります。 

6 賃貸住宅は対象となりますか。 

アパート等の借家の場合は、本来その所有者が修理

を行うものですが、所有者が修理を行えず、居住者の

資力をもってしては修理できない場合、居住者が所有

者の同意を得て行うことは可能です。ただし、所有者が

修理できない理由を申出書に記入いただきます。 

また、世帯が複数の場合、対象世帯（戸）単位に限度

額の範囲で行います。なお、賃貸マンションの共用部

分は対象外となります。 

※内閣府による清算監査において、所有者の資力を課

税証明書等で厳格に確認するよう指示がありました。 

7 賃貸住宅の所有者は申請できるか 

制度の対象者は、住宅被害を受けてそのままでは住

むことができない状態にある者（世帯）が対象となりま

す。そのため、居住していなかった所有者からの申込

はできません。なお、所有者が修理を行えず、居住者

の資力をもってしては修理できない場合、居住者が所

有者の同意を得て行うことは可能です。ただし、所有者

が修理できない理由を申出書に記入いただきます。 

また、世帯が複数の場合、対象世帯（戸）単位に限度

額の範囲で行います。 

※内閣府による清算監査において、所有者の資力を課

税証明書等で厳格に確認するよう指示がありました。 

8 

現在は空き家となっているが、災害に

より被災し応急修理が必要な状態にな

ったため、修理したいが、救助法の対

象となるか。なお、修理後には家に住

むことを希望している。 

応急修理を行うことで、避難所等への避難を要しなくな

る方が対象となるため、空き家は対象にはなりません。 

9 
現在居住している家の所有権を持って

いないが、対象とすることはできるか。 

所有者の同意（所有者が修理を行う資力がないことを

確認）を得て、居住者が応急修理を行う（申込む）こと

は可能です。 
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※内閣府による清算監査において、所有者の資力を課

税証明書等で厳格に確認するよう指示がありました。 

10 

個人事業主の建設業者が、被災した

自分の家を修理する場合、応急修理

制度を適用できるか。 

適用できます。申請書類に併せて「住宅の応急修理指

定業者願書」の提出してください。 

11 
住民登録をしている者の住宅でないと

応急修理の申請はできないのか。 

当該住家に居住していることが確認できれば、対象と

なります。(り災証明の発行が前提) 

12 

現在、一次避難として賃貸住宅に入居

しているが、元の住宅を修理して戻り

たい。この修理は対象となるか。 

一次避難をしている状態であれば対象となります。 

13 被災した自宅にいるが対象になるか 
日常生活に不可欠な部分に被害があれば対象となり

ます。 

【応急修理の対象範囲について】 

  （総則） 

1 

解体工事のみは対象外だが、修理に

伴う撤去工事は対象になりますか。ま

た、運搬・処分費は対象になりますか。 

修理に伴う撤去工事及びその発生廃材の運搬・処分

費は応急修理の対象となります。 

2 

応急修理に伴う解体は対象経費にな

ると考えるが、解体のみの場合は対象

となるか。 

応急修理は、日常生活を営むことができるように、応急

的に修理を行うものであり、解体のみの場合は対象に

なりません。 

3 

住宅は全壊等で居住することはできな

い場合に、居住者が自力で建設する仮

設住宅の費用は対象となるか。 

対象となりません。 

4 

トイレや台所が壊れており、同じ場所で

は使えない場合、他の場所に移築する

費用は応急修理の対象となり得るの

か。 

対象となります。ただし土砂で埋まって使えない等、同

じ場所でできない理由を確認し、なぜ場所を変える必

要があるのかを整理する必要があります。（写真等で

説明できるように）（単にリフォームとみなされるようなも

の対象となりません。） 

5 汚れた壁・壁紙(損傷なし)の交換。 
下地の修理を伴わない仕上げ材のみの交換は対象外

となります。 

6 
壁の中にある濡れた断熱材の交換（放

置すると壁が腐朽する。） 

一度、浸水した断熱材はカビの温床となる可能性が高

いため、対象として差し支えありません。その際、石膏

ボードを外す、壊す等せざる得ない場合も張替えの対

象となります。 

7 内部間仕切り壁の修理は対象となるか 下地の修理を伴う場合は対象となります。 

8 (床・床下) 

9 

べた基礎内にたまった水・汚泥の排出

のための床の解体・復旧。（放置すると

土台や束、床が腐朽する。） 

水・汚泥の排出・処分・清掃のみで床の解体、復旧をす

る場合は対象外となりますが、床組または下地板が壊

れている 又は 吸水により変形、床下の湿気・悪臭・

汚損がある場合、床の解体・補修は対象となります。 

10 

床を外して、床下の泥をとらないとにお

いがする、衛生面で不安。泥の処分は

対象になるか。 

水・汚泥の排出・処分・清掃のみでは対象外です。ただ

し、床の補修をする上で土砂を撤去する必要がある場

合は、土砂の撤去・運搬・処分費は対象になります。 

※内閣府の精算監査において、床補修を伴う場合で

も、土砂等の撤去処分は対象外とされました。 
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11 
濡れた畳の交換（放置すると床が腐朽

する。） 

畳の交換は、床組や下地板の補修と同時に行う必要

最小限のみ対象となります。 

12 
壊れた畳の交換（そのままでは住めな

い。） 

畳の交換は、床組や下地板の補修と同時に行う必要

最小限のみ対象となります。 

13 
濡れた畳を取り外すと床に隙間がある

ため、交換しないと住めない。 

畳の交換は、床組や下地板の補修と同時に行う必要

最小限のみ対象となります。 

14 

床仕上げ材のフローリングについて、

床破損個所の修理に伴うフローリング

工事は応急修理の対象になるのか。 

また、フローリングが根太張り工法でフ

ローリング自体が床構造となっている

場合は対象となりますか 

床破損個所の修理に伴う床仕上げ材の復旧となるフロ

ーリング工事は対象となります。 

フローリング自体が床構造の場合のフローリングの補

修は対象となります。 

15 

浸水した床下地について、洗浄・乾燥・

消毒・防腐剤塗布などの対応で再利用

できる場合、これらにかかる金額は対

象となりますか。 

洗浄・消毒等は対象としておりません。 

  

住宅基礎の下の地盤が流出してしまっ

た。砂利の充填により地盤を補強した

いが対象になるか。 

砂利の充填だけでは対象にならない。基礎の修理と併

せて砂利を充填するということであれば対象になる。 

16 （設備） 

17 ビルトインのエアコンの室外機の交換 
建築物に備え付けのものであっても冷暖房設備は対

象外となります。（必要最小限ではない） 

18 給湯器・電気温水器 対象となります。 

19 
キッチン、洗面台、風呂、トイレのいず

れかが汚泥で詰まって使えない。 

給排水管の補修は対象となります。 

なお、災害により破損したキッチンセット、洗面化粧台、

風呂ガマ、風呂桶、ユニットバスは対象となります。 

20 
キッチンのガスコンロ、電気コンロが汚

泥で使用できない。 

対象外です。（必要最小限といい難い、電化製品と同じ

扱い） 

キッチンセットの交換は対象。その場合のビルトインコ

ンロを含む 

21 換気扇が動かない。 対象となります。（台風１９号で破損したもの） 

22 ビルトインの自動食洗器が壊れた。 対象外です。（必要最小限ではない） 

23 太陽光発電設備が壊れた。 対象外です。（必要最小限ではない） 

24 
オール電化用の蓄電池やＨＥＭＳ用コ

ントロールパネルが壊れた。 
対象外です。（必要最小限ではない） 

25 
システムキッチンの扉が開かなくなった

ので使えないので交換したい。 
対象外です。（必要最小限ではない） 

26 
テレビアンテナ、テレビケーブル、イン

ターネット回線設備が壊れた。 

対象外です。（必要最小限ではない） 

（電気、ガス、電話等の配管・スイッチ等は対象） 

27 
洗浄機能一体型のトイレが壊れた場

合、同等のトイレに取替えできますか。 

便器の取り換えについては、洗浄便座の洗浄部分が

付加された部分については対象外になります。（洗浄

便座部分を分離して計上できる場合は、それ以外の部

分についてはこの制度の対象となります。）従前が洗

浄機能一体型トイレの場合は対象 
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28  (建具関係) 

29 
室内の扉(トイレや風呂など)が開かな

い。 

対象となります。なお、ふすま、障子類は、枠組みが破

損している場合の補修が対象で、張り替えだけですむ

ような修理は対象外です。 

30 
雨戸・シャッターが壊れた。(窓は使え

る。) 
対象外です。（必要最小限ではない） 

31 
玄関や窓のかぎが壊れて、施錠・開錠

できない。 
対象になります。 

32 

(マンション) ※ 応急修理の対象（罹

災証明による判断）と混乱しないように

説明。 

  

33 
共用の電気設備やポンプ等を修理・交

換したい。 

電気の配線等の設備や給排水のためのポンプ等は対

象となる可能性がありますが、制度の要件を満たす世

帯のうち、共有部分については修理箇所を日常的に使

用する世帯に限定されます。複数世帯で共用部分を修

理する場合には、資料をもって住宅整備推進課あて相

談してください。 

34 共用の玄関等が開かない。 

他に共用の玄関があり、そちらで代用できる場合は対

象外となります。複数の扉が開かない場合は一つのみ

が対象となります。なお、制度の要件を満たす世帯のう

ち、共有部分については修理箇所を日常的に使用する

世帯に限定されます。複数世帯で共用部分を修理する

場合には、資料をもって住宅整備推進課あて相談して

ください。 

35 

１階住戸は半壊以上となっているマン

ションであるが、共用の電気設備やポ

ンプ等、外壁・開口部等の共有部の応

急修理の扱いはどうなるか。 

電気の配線等の設備や給排水のためのポンプ等は対

象となる可能性がありますが、制度の要件を満たす世

帯のうち、共有部分については修理箇所を日常的に使

用する世帯に限定されます。複数世帯で共用部分を修

理する場合には、資料をもって住宅整備推進課あて相

談してください。 

36 作り付けの家具は 対象外になります。 

37 
離れの倉庫が損傷している。 

（車庫も同じ） 
対象になりません。対象は住宅棟のみです。 

38 
離れ（茶室、子供部屋等）が損傷して

住めない。 

離れの茶室は対象外です。 

離れの子供部屋が日常生活に不可欠な部分であれば

対象となります。 

39 
敷地内の石垣部分の崩落について、

住家の応急修理が適用できないか。 
住家部分以外への適用はできません。 

(その他) 

1 
ホームページの内容を見てもよくわか

らない。誰に相談すればいいですか。 

まちづくり局住宅整備推進課に相談ください。なお、申

込書類は中原区、高津区、多摩区の危機管理担当窓

口にて配布しています。 
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【相模原市】住宅の応急修理（災害救助法）に関するＱ＆Ａ 

１ 制度全般について 

質  問 回  答 

1 住宅の応急修理とはどのような制度な

のか。 

災害のため住宅が半壊若しくは一部損壊（準半壊）

を受け、自らの資力では応急修理をすることができな

い世帯又は大規模半壊の被害認定を受けた世帯に対

し、被災した住宅の屋根や台所・トイレなど日常生活に

必要不可欠な最小限度の部分の応急的な修理につい

て、市が業者に依頼し、修理費用を市が直接業者に支

払う制度です。 

【基準額（消費税込み）】 

半壊・大規模半壊：595,000円以内 

一部損壊（準半壊）：300,000円以内 

2 住宅の応急修理費用を貰って自分で

業者に発注することは可能か。 

修理に要した経費は市が直接、修理業者に支払い

ます。 

ただし、上記１の金額を超える修理を行う場合には

超過した分の修理額について、自己負担で支払ってい

ただく必要があります。 

3 住宅の応急修理の申込みはいつまで

に行わないといけないのか。 

市へご確認下さい。受付終了の期間を設けている場

合があります。 

なお、住宅の応急修理の申請受付については、可

能な限り速やかな完了に努めていただきますようお願

いします。 

4 公営住宅、市営住宅、在宅避難や親

戚・知人宅への避難をしていても住宅

の応急修理は可能か。 

在宅避難中や親戚などのお宅に身を寄せていても

住宅の応急修理の実施は可能です。 

また、応急修理が完了するまで左記の住宅等に一

時的に避難していた場合でも、応急修理の実施が可能

です。 

ただし、応急修理を行った後、住家に戻っていただく

ことが前提となります。 

5 59万５千円以内あるいは30万円以内で

あれば、修理を複数業者へ依頼するこ

とは可能か。 

修理を工種ごとに別の業者に分割発注することは可

能です。 

6 住宅の修理の見積を依頼したら、100

万円の見積書が提示された。応急修理

の限度額を超える場合は、どのように

申し込んだらよいか。 

被災者負担分と、応急修理分を含んだ修理見積書

（様式第３号）を作成し、提出してください。 

なお、基準額を超えた部分や応急修理の対象となら

ない部分については、申請者と業者で別途契約をして

いただく必要があります。 

修理総額100.0万円の場合 

応急修理 59.5万円以内 

（応急修理の対象外が多い場合は満額にはな 

りません。）自己負担 40.5万円以上 

7 ２世帯住宅だが、５９万５千円の２倍の

工事をしてよいか。 

同一住家（１戸）に２以上の世帯が居住している場合

にも１世帯あたりの額以内となります。 

ご質問の場合は、半壊、大規模半壊の場合は、

595,000円、一部損壊（準半壊）の場合は、300,000円が

上限額となります。 
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ただし、個別に罹災証明が発行され、生計が別であ

ることの確認がとれれば個別に申込することは可能で

す。生計等の別である確認は光熱水費の支払い明細

等で判断します。 

8 住宅の応急修理の完了期限が１ケ月と

されているが、延長は可能か。 

内閣府告示においては、住宅の応急修理の完了期

限は１ケ月となっていますが、この期間での救助の適

切な実施が困難な場合には特別基準により期間の延

長が可能です。 

その上で、被災者の最後の一人が応急修理を完了

するまでは延長を継続する必要があります。 

9 住宅の応急修理に必要な書類は何で

すか。 

申込みの際に必要な書類等は以下のとおりです。 

① 住宅の応急修理申込書（様式１号） 

② 住宅の被害状況に関する申出書 

（様式第１号添付様式） 

③ 資力に関する申出書（様式２号） 

④ 罹災証明書 

⑤ 施工前の被害状況が分かる写真 

⑥ 修理見積書（様式３号） 

（後日、提出可だが、工事決定までに必要） 

また、工事完了後には、工事施工中、施工後の施工

写真が必要になりますので留意願います。 

10 既に自分で修理を頼んで支払いも終わ

っているが、補助してくれるのか。 

本制度は、市が施工業者に直接修理を依頼する「現

物給付」となりますので、申込前に修理が完了し、支払

いが終了したものについては対象外となります。 

11 大規模半壊、半壊、一部損壊（準半壊）

かどうかは、どのように確認するのか。 

罹災証明書の「被害の程度」欄、又は被災者台帳に

より確認します。 

12 応急修理業者は指定業者から選択し

なければいけないのか。 

自分の家を建ててくれた業者又は大工

に施工してもらってはいけないのか。 

市が協定を締結している団体における業者のリスト

をお渡ししますが、ご自身の知り合いの業者による修

理も可能です。 

その場合は、市の指定業者としての登録が必要に

なりますので、申込される方は、「住宅の応急修理指

定業者願書」を市に提出してください。 

13 市の方で、業者を手配してほしい。 業者の選定は、実際に居住しているお客様が、日常

生活を営むために必要な修理箇所等を具体的に指示

する必要があることから市が業者を選ぶことは、公平

性の観点からもできませんので、ご了承ください。 

なお、市と協定を結んでいる団体における業者リスト

をお渡ししますので、ご参照ください。 

14 市の職員が現場を見て、修理対象を判

断してほしい。 

原則として、市の職員が現地調査を行い、修理箇所

を判断することはしておりません。申請時に提出いただ

く被害状況写真で確認させていただきます。 

15 住宅の所有者は親だが、別居の子が

申請してもよいか。 

本制度の対象となるのは、住家が被災し、自らの資

力では修理できない方又は住家が大規模な補修を行

わなければ居住することが困難である方となります。 

原則として、罹災証明書に記載されている世帯主の

氏名での申込をお願いします。 

ただし、世帯主が高齢等で手続できない場合には、

その住宅に居住している方であればその氏名で申請し
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ていただいて結構です。 

16 応急修理の申請時に提出する「罹災証

明書」は、コピーでよいのか。 

コピーで差し支えありません。 

17 見積書に添付する被害状況を示す資

料として図面の添付は必要か。数量を

示すために図面は必要か。 

工事実施前については、施工前写真、見積書を添

付いただければ問題ありません。 

図面の添付は必要ありません。 

また、工事完了後については、工事完了報告書、施

工中、施工後の写真等及び請求書が確認できれば、

完了図面は不要です。 

18 修理業者が通常使用している見積書に

変更してもよいか。 

住宅の応急修理の指定の様式を使用してください。 

内訳として修理業者が通常使用している見積書を添

付いただくことは差支えありません。 

 

２ 他制度との関係について 

質  問 回  答 

1 応急仮設住宅に入居した場合、住宅の

応急修理はできるのか。 

 

応急仮設住宅と住宅の応急修理の併給はできませ

ん。住宅の応急修理は、応急仮設住宅に入居すること

なく、何とか自宅で日常生活を継続できるようにするた

めの制度です。 

2 災害救助法に基づく住宅の応急修理と

被災者生活再建支援法の支援金は併

給してもよいか。 

併給は可能です。 

住宅の応急修理をする場合は、大規模半壊など支

援法の対象となる被害が生じた世帯であれば、被災者

生活再建支援金も合わせて活用することができます。 

3 仮住まいを手配してほしい。 修理中の仮住まいの手配はできません。大規模半

壊や半壊でその住宅に住むことができない場合は、応

急仮設住宅（賃貸型応急住宅）の制度の活用をご検討

ください。 

なお、住宅の応急修理を実施した場合は、応急仮設

住宅に申し込むことはできないため、ご注意ください。 

 

３ 対象者・対象住宅について 

質  問 回  答 

1 複数階建て共同住宅の共用部分は修

理対象となるか。共用部分が利用でき

ないと上層階に行くことができない。 

① 分譲住宅の場合、管理組合理事会や各住居世帯

主持ち回りなどにより入居者の正式な同意（同意書）

が得られれば、入居世帯分の費用を合算して共用

部分の修理を行うことが可能です。 

② 賃貸住宅の場合、一般的にはその借家の所有者・

管理者が修理を行うこととなります。しかし、所有者・

管理者に応急修理を行う資力がない場合には、入

居世帯数分の費用を合算して共用部分の修理を行

うことが可能です。 

なお、この場合、所有者・管理者に資力がないことを

証する資料が必要となります。 

2 １階が店舗や事務所として利用してい

る併用住宅は住宅の応急修理の対象

となるか。 

住宅の応急修理は、日常生活を営んでいるところを

対象とするため、１階が事務所や店舗等である場合に

は対象となりません。 

ただし、１階の階段が壊れて２階の居住スペースに

行けない、１階にしかトイレがない等理由があれば修
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理の対象となります。 

3 住民票は一つだが、例えば「母屋」と

「離れ」のように２住宅で１世帯が生活

している場合、「母屋」と「離れ」それぞ

れで修理を受けることはできるか。 

「母屋」と「離れ」の住居を合せて、生活の維持が可

能な場合、それぞれで応急修理は可能です。 

4 駐車場や倉庫も応急修理の対象として

よいか。 

住宅の修理が対象となります。 

駐車場や倉庫は対象外です。 

5 被災者の所得に関係なく対象となるの

か。 

半壊、一部損壊（準半壊）の場合、世帯の収入要件

については、「資力に関する申出書」を基に、その被災

者の資力を把握し、判断します。 

5 単身赴任等により住民票を移動せず居

住していた住宅が被災した場合、住宅

の応急修理の対象となるか。 

今後も引き続き被災した住宅に住み続ける場合に

は、複数月分の公共料金の支払証明など、客観的に

居住の実態が確認できる資料により居住の実態が判

断できれば問題ありません。 

6 全壊した住宅は応急修理の対象となら

ないのか。 

全壊であっても、応急修理を実施すれば居住するこ

とが可能なら、応急修理の対象とすることが可能です。 

 

４ 対象工事について 

質  問 回  答 

1 内部建具（ドア、ふすま、障子）は対象

となるか。 

損傷度合いにもよりますが、ドア類は長時間浸水す

ることで反ってしまった場合、ふすま、障子類も枠組み

が破損している場合などについては応急修理の対象と

して差し支えありません。 

なお、ふすま、障子の張替えだけで済むような修理

は対象にはなりません。 

2 破損した内壁（土壁）は対象としてよい

か。 

珪藻土や聚
じゅ

楽
ら く

壁などは一度浸水するとボロボロにな

ってしまう可能性が高いため、対象として差し支えあり

ません。 

3 エアコンの室外機は修理の対象となる

か。 

エアコンは家電製品であり、住宅の応急修理の対象

とはなりません。 

4 家電製品は応急修理の対象となるの

か。 

家電製品は応急修理の対象外となります。 

エアコンの室外機も応急修理の対象外です。 

5 住宅の応急修理の範囲はどこまでか。 住宅の応急修理の対象は、屋根等の基本部分、ド

ア等の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレ等の

衛生設備の日常生活に必要な部分です。 

なお、災害の難を逃れ、単に古くなった壁紙や畳の

交換は対象外です。 

6 従前、井戸水を使用していたが、災害

後、井戸が濁って、飲めなくなった。住

宅の前に水道管が通っており、敷地内

の配管を行えば給水が可能であるため

配管を行いたいが、この工事は応急修

理の対象となるのか。 

新たに水道を敷設するための工事は元の住宅の応

急修理の範囲とはならないため、対象とはなりません。 

7 浸水被害により、浄化槽ブロワーが故

障した。ブロワーの交換は応急修理の

対象となるか。 

浄化槽ブロワーは住宅設備であり、対象として差し

支えありません。 

市設置の高度処理型浄化槽の場合は、担当部署へ

ご相談ください。 
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8 台所の流し台（キッチン）を交換するこ

とは応急修理の対象となるか。 

また、オール電化のＩＨクッキングヒータ

ーは対象となるか。 

損傷した流し台（キッチン）は住宅の基本設備であ

り、交換は応急修理の対象として差し支えありません。 

ＩＨクッキングヒーターがシステムキッチンと一体とな

っている場合は修理の対象です。 

ただし、ガスコンロからＩＨクッキングヒーターなどの

明らかなグレードアップは応急修理の対象外となりま

す。 

9 ガスコンロは対象となるか。 ガスコンロは家電製品であり、生活必需品として配

布していることから応急修理の対象外となります。 

10 便器が使用できない状態になった。応

急修理の対象となるか。 

応急修理の対象として差し支えありません。（暖房便

座は可。） 

ただし、温水洗浄便座（ウオシュレット等）は応急修

理の対象外となります。 

11 浴槽に汚泥や石が入り、破損又はひび

が入っている。応急修理の対象となる

か。 

修理・交換の対象として差し支えありません。 

12 床下などの家屋内の土砂の除去は応

急修理の対象となるのか。 

土砂の処分は、本制度の対象にはなりません。 

ただし、住家の修理をする上で、住家内に堆積した

土砂を撤去しなければ修理できない場合には、その費

用も対象となります。 

13 応急修理に伴い廃棄する廃材の処分

費等は、応急修理制度の対象となる

か。 

応急修理によって搬出される産業廃棄物の運搬、処

分費は応急修理制度の対象となります。 

14 粗大ごみの処分は対象になるか。 粗大ごみの処分は、本制度の対象にはなりません。

津久井地域の方は津久井クリーンセンター、それ以外

の地域の方は北・南清掃工場にお問い合わせくださ

い。 

15 家電リサイクル（エアコン、テレビ、洗濯

機・衣類乾燥機、冷蔵庫・冷凍庫）の処

分は対象か。 

家電リサイクルの処分は、本制度の対象にはなりま

せん。津久井地域（旧４町）の方は津久井クリーンセン

ター、それ以外の地域の方は北・南清掃工場にお問い

合わせください。 

16 床上浸水したが、清掃費は対象になる

のか。 

住宅の洗浄・消毒は対象外となります。 

17 床の修繕に合わせて畳敷きをフローリ

ングに変更してもよいか。 

当該仕様の変更については応急修理の対象として

差し支えありません。 

ただし、床暖房などの追加設備（グレードアップ）は

対象外となりますので留意願います。 

18 畳の交換は対象となるのか。 床と併せて畳などの修理を行う場合も対象となりま

す。 

畳だけの交換は対象となりません。 

また、床と併せて交換を行う畳の枚数に上限設定は

ありません。 

19 床板を修理するうえで、床下断熱材は

対象となるか。 

浸水した床下断熱材はカビの温床となる可能性が

高いため、その交換については応急修理の対象として

差し支えありません。 

20 浸水した部分の床壁の修繕は対象とな

るか。（断熱材、石膏ボード張替など） 

一度、浸水した断熱材はカビの温床となる可能性が

高いため、交換の対象として差し支えありません。 

その際、石膏ボードを外す、壊す等せざる得ない場
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合も張替えの対象となります。 

21 ＤＩＹの材料費は、住宅の応急修理の対

象となるか。 

ＤＩＹは、自らの資力で実施することから、応急修理

の対象外となります。 

22 仕様がグレードアップになる工事は対

象となるか。 

グレードアップは原則対象外となりますが、例えば、

部屋を６畳間から８畳間に拡張する等の工事を行う場

合でも、修理対象工事が含まれる場合は当該工事を

応急修理の対象として差し支えありません。 

23 屋外設置型給湯器は応急修理の対象

となるか。 

浸水等により破損した給湯器（配管、貯湯タンク、室

外機）は対象となります。 

24 床上浸水により汚泥が堆積し、洗い流

しても悪臭が取れない、カビが発生する

など、そのままでは生活できない場合、

破損はなくても修理の対象となるか。 

汚泥や悪臭により使用できないと判断した床や壁に

ついては、応急修理の対象として差し支えありません。 

また、床と併せて畳などの修理を行う場合も対象と

なります。 

25 外構工事は対象となるか。 カーポート、物置などの居住に直接関係のない他の

工事につきましては、対象外となります。本事業は、そ

のままでは住むことができない状態にあるが、破損箇

所に手を加えれば、何とか日常生活を営むことができ

る場合に、必要最小限の修理を行うものです。 

 

５ 事務処理について 

質  問 回  答 

1 工事費が上限額を超えてしまうが、見

積書や請求はどうすればよいか。 

作成いただく修理見積書は、記載例を参照し、市が

指定する様式を使用して、できる限り詳細なものを用

意してください。 

市に対する請求は、限度額以内の費用を請求してく

ださい。 

2 工事を完了する期限はあるのか。 住宅の応急修理の適用期間は、災害救助法の規定

では、災害発生の日から１月以内に完了することとさ

れています。しかし、被害の程度を考慮し、適用期間に

ついては延長する場合があります。 

また、請書に記載する工期は、原則修理依頼日から

１か月としますが、修理業者に確認し、１か月では終了

しない場合は、完了まで余裕をもった工期で請書を作

成してください。 

3 見積書に記載した工事の内容に変更

が生じたが、どうすればよいのか。 

変更が分かった時点で、市にご相談ください。 

完了報告時に変更が判明した場合 

① 変更した工事内容が対象かつ、金額変更なし 

 →見積書から修正してもらう。請書等は修正なし 

② 変更した工事内容が対象外、金額変更なし 

 →見積書から修正してもらう。請書等は修正なし 

③ 変更した工事内容が対象、減額あり 

 →見積書及び請書の修正 

③ 変更した工事内容が対象外かつ、減額あり 

 →見積書及び請書の修正 

※工事内容の変更 → 見積書の修正 

金額の変更 → 請書等の修正 
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２ 協定書 

 

 

 

※1

※2

□住宅の応急修理・障害物の除去

○住居またはその周辺に運ばれた土石・木竹等の除
却。
（災害救助法第４条第１項第10号、令第２条第２号）

□一時提供住宅供給

○公営・公社住宅等を活用して被災者に対し、一時使
用の住宅を供給する。

□応急仮設住宅供給

○融資制度の拡充要請等を行う。

□被災調査・応急措置

○公営住宅の被災状況を調査し、応急的な措置を行
う。

災害時における民間賃貸住宅の被災者への提供

に関する協定書
※2

　・(公社)神奈川県宅地建物取引業協会
　　　　　H31.4.1再締結※1　（旧協定H17.11.17締結）

　・(公社)全日本不動産協会神奈川県本部
　　　　　H31.4.1再締結※1　（旧協定H23.1.17締結）

　・(公社)全国賃貸住宅経営者協会連合会
　　　　　H31.4.1再締結※1　（旧協定H26.3.24締結）

災害時における住宅再建に係る相談業務に関す
る協定書((一社)神奈川県建築士会)
　　　　　　　　　　　　　　　H17.9.1締結

災害時における住宅の早期再建に向けた協力に
関する協定書((独)住宅金融支援機構)
　　　　　H28.3.22再締結　　（旧協定H19.4.1締結）

災害時における住宅再建に係る相談業務に関す
る協定書
　・(一社)神奈川県建築士事務所協会
　・(一社)かながわ住まいまちづくり協会
　　　　　　　　　　　　　　　R01.10.18締結

○自力再建が困難な被災者に対し、応急的な住宅を整
備し、提供する。
（災害救助法第４条第１項第１号）

○自力で修繕や障害物の除去ができない被災者に代わ
り、行政が応急的な措置を行う。
（災害救助法第４条第１項第６号）

□被災住宅再建支援

　災害救助法改正（救助実施市関係）を受けて、県、
３政令市及び関係団体で再締結した。

　借上基準等の見直しが必要なため、旧覚書は※1に
合わせて廃止した。

災害発生時の住宅対策に関する各種マニュアルと協定締結の状況

災害時における応急仮設住宅の建設に関する協
定書((一社)プレハブ建築協会)
　　　　　H31.4.1再締結※1　（旧協定S50.9.1締結）

災害時における木造応急仮設住宅の建設等に関
する協定書((一社)全国木造建設事業協会)
　　　　　H31.4.1再締結※1　（旧協定H25.9.5締結）

災害時における木造応急仮設住宅の建設に関す
る協定書((一社)日本木造住宅産業建築協会神奈
川支部)　H31.4.1再締結※1　（旧協定H30.5.24締結）

災害時における応急仮設住宅建設等に関する協
定書((一社)神奈川県建設業協会)
　　　　　H31.4.1再締結※1　（旧協定S57.4.1締結）

災害時における応急仮設住宅建設等に関する協
定書((一社)神奈川県建築士事務所協会)
　　　　　H31.4.1再締結※1　（旧協定H27.6.26締結）

災害時における被災住宅の応急修理に関する協
定書(神奈川県電気工事工業組合)
　　　　　　　　　　　　　　　R01.6.28締結

○住宅再建のための相談（技術相談・住宅金融相談
等）窓口を設置する。

■ 持ち家再建支援

■ 応急住宅供給対策

神奈川県 一時提供住宅供給マニュアル

神奈川県 応急仮設住宅供給マニュアル

神奈川県 応急仮設住宅建設候補地データベース

神奈川県住宅の応急修理・障害物の除去マニュアル

神奈川県被災住宅再建支援マニュアル

■ 公営住宅応急対策

地震時行動マニュアル
（神奈川県県土整備局マニュアル内に記載）
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【全国木造建設事業協会（全木協）】 

災害時における木造応急仮設住宅の建設等に関する協定書 

 

（趣 旨） 

第１条 この協定は、災害時における応急仮設住宅の建設、被災住宅の応急修理及び障害物

の除去の実施（以下「住宅建設等」という。）に関して、神奈川県（以下「甲」という。）

並びに救助実施市である横浜市（以下「乙」という。）、川崎市（以下「丙」という。）

及び相模原市（以下「丁」という。）が一般社団法人全国木造建設事業協会（以下「戊」

という。）に協力を求めるに当たって必要な事項を定めるものとする。 

 

（定 義） 

第２条 この協定において「住宅建設等」とは、災害救助法（昭和22年法律第118号）第４

条第１項第１号に規定する応急仮設住宅の供与のうち、建設し供与するもので木造のもの、

同項第６号に規定する被災した住宅の応急修理、及び同項第10号に規定するもののうち災

害救助法施行令（昭和22年政令第225号）第２条第２号に係るもの（障害物の除去）をいう。 

２ 「救助実施市」とは、災害救助法第２条の２第１項に規定する救助実施市をいう。 

 

（所要の手続き） 

第３条 甲は、住宅建設等の要請に当たっては、建設場所、戸数、規模、着工期日、その他

必要と認める事項を、文書をもって戊に連絡するものとする。ただし、緊急の場合は、当

該文書に替えて電話等によることができる。この場合において、甲は後に当該文書を速や

かに戊に提出しなければならない。 

２ 乙、丙又は丁は、住宅建設等の要請に当たっては、建設場所、戸数、規模、着工期日、

その他必要と認める事項を、文書をもって甲に連絡するものとし、乙、丙又は丁からの連

絡を受けた甲は、第８条第１項の連絡調整を行ったうえ、建設場所、戸数、規模、着工期

日、その他必要と認める事項を、文書をもって戊に連絡するものとする。ただし、緊急の

場合は、当該文書に替えて電話等によることができる。この場合において、乙、丙又は丁

は甲に、甲は戊に、それぞれ後に当該文書を速やかに提出しなければならない。 

３ 神奈川県内において災害救助法の適用を受けた市町村が乙、丙又は丁のうちいずれかの

みである場合は、乙、丙又は丁は前項にかかわらず、住宅建設等の要請に当たっては、建

設場所、戸数、規模、着工期日、その他必要と認める事項を、文書をもって直接戊に連絡

することができるものとする。ただし、緊急の場合は、当該文書に替えて電話等によるこ

とができる。この場合において、乙、丙又は丁は後に当該文書を速やかに戊に提出しなけ

ればならない。 

４ 前項の場合、乙、丙又は丁は住宅建設等を要請した旨を速やかに甲に連絡するものとし、

甲は、第８条第１項の連絡調整を行う。 

 

（協 力） 

第４条 戊は、前条の要請があったときは、戊の会員である住宅建設等業者（以下「業者」

という。）のあっせんその他可能な限り甲又は乙、丙若しくは丁に協力するものとする。 

 

（住宅建設等） 

第５条 戊のあっせんを受けた業者は、第３条の要請に基づき、住宅建設等を行うものとす

る。 

 

（費用の負担及び支払い） 

第６条 業者が前条の住宅建設等に要した費用は、当該住宅建設等に係る契約当事者である

甲又は乙、丙若しくは丁が負担するものとする。 
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【全国木造建設事業協会（全木協）】 

 

２ 前項の契約当事者である甲又は乙、丙若しくは丁は、業者の住宅建設等終了後検査をし、

これを確認したときは業者の請求により前項の費用を速やかに支払うものとする。 

 

（連絡窓口） 

第７条 この協定の業務に関する連絡窓口は、甲においては神奈川県県土整備局建築

住宅部住宅計画課、乙においては横浜市建築局住宅部住宅政策課、丙においては川崎市ま

ちづくり局住宅政策部住宅整備推進課、丁においては相模原市都市建設局まちづくり計画

部建築・住まい政策課、戊においては一般社団法人全国木造建設事業協会建設統括本部と

する。 

 

(連絡調整) 

第８条 甲は、この協定の業務が適正かつ円滑に行われるよう連絡調整を行い、乙、丙及び

丁は、甲の広域調整の下で、戊との連絡体制をとるものとする。 

２ 乙、丙、若しくは丁又は戊は、連絡体制をとるための連絡調整を甲に求めることができ

る。 

 

（報 告） 

第９条 戊は、住宅建設等について、協力できる建設能力等の状況を毎年４月末日までに、

甲並びに乙、丙及び丁に報告するものとする。ただし、甲又は乙、丙若しくは丁が必要と

認めた場合は、戊に対し随時報告を求めることができる。 

 

（会員名簿の提供） 

第10条 戊は、この協定に係る戊の業務担当部員の名簿及び戊に加盟する会員の名簿を毎年

４月末日までに、甲並びに乙、丙及び丁に提供するものとし、部員又は会員に異動があっ

た場合は、甲並びに乙、丙及び丁に報告するものとする。 

 

（協 議） 

第11条 この協定に定めるもののほか必要な事項については、その都度甲乙丙丁戊協議のう

え定めるものとする。 

 

（適 用） 

第12条 この協定は、平成31年４月１日（以下「発効日」という。）から適用する。ただし、

乙、丙又は丁に係る規定については、乙、丙又は丁を救助実施市とする指定が効力を発す

ることとなる適用日から適用する。 

２ 乙、丙又は丁が、救助実施市の指定を取り消された場合、乙、丙又は丁に係る規定につ

いては、失効する。 

３ 甲と戊との間で締結した平成27年６月１日付け「災害時における木造応急仮設住宅の建

設等に関する協定書」は、この協定の発効日をもって、失効する。 

 

この協定の成立を証するため、本書５通作成し、甲乙丙丁戊記名押印のうえ、各１通を保

有する。 

 

平成31年４月１日 
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【全国木造建設事業協会（全木協）】 
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【神奈川県建設業協会（神建協）】 

 
災害時における応急仮設住宅の建設等に関する協定書 

 

（趣 旨） 

第１条 この協定は、災害時における応急仮設住宅の建設、被災住宅の応急修理及

び障害物の除去の実施（以下「住宅建設等」という。）に関して、神奈川県（以

下「甲」という。）並びに救助実施市である横浜市（以下「乙」という。）、川

崎市（以下「丙」という。）及び相模原市（以下「丁」という。）が一般社団法

人神奈川県建設業協会（以下「戊」という。）に協力を求めるに当たって必要な

事項を定めるものとする。 

 

（定 義） 

第２条 この協定において「住宅建設等」とは、災害救助法（昭和 22 年法律第 118

号）第４条第１項第１号に規定する応急仮設住宅の供与のうち、建設し供与する

もの、同項第６号に規定する被災した住宅の応急修理、及び同項第 10号に規定す

るもののうち災害救助法施行令（昭和 22年政令第 225号）第２条第２号に係るも

の（障害物の除去）をいう。 

２ 「救助実施市」とは、災害救助法第２条の２第１項に規定する救助実施市をい

う。 

 

（所要の手続き） 

第３条 甲又は乙、丙若しくは丁は、住宅建設等の要請に当たっては、第８条第１

項の連絡調整を行ったうえ、工事場所、工事内容、規模、着工期日、その他必要

と認める事項を、文書をもって戊に連絡するものとする。ただし緊急の場合は電

話等によることができる。この場合において、甲又は乙、丙若しくは丁は、後に

前記文書を速やかに戊に提出しなければならない。 

 

（協 力） 

第４条 戊は、前条の要請があったときは、戊の会員である建設業者（以下「業者」

という。）のあっせんその他可能な限り、甲又は乙、丙若しくは丁に協力するも

のとする。 

 

（住宅建設等） 

第５条 戊のあっせんを受けた業者は、第３条の要請に基づき、住宅建設等を行う

ものとする。 

 

（費用の負担及び支払） 

第６条 業者が前条の住宅建設等に要した費用は、当該住宅建設等に係る契約当事

者である甲又は乙、丙若しくは丁が負担するものとする。 

２ 前項の当事者である甲又は乙、丙若しくは丁は、業者の住宅建設等終了後検査

をし、これを確認したときは、業者の請求により前項の費用を速やかに支払うも

のとする。 

 

（連絡窓口） 

第７条 この協定の業務に関する連絡窓口は、甲においては神奈川県県土整備局建

築住宅部住宅計画課、乙においては横浜市建築局住宅部住宅政策課、丙において

は川崎市まちづくり局住宅政策部住宅整備推進課、丁においては相模原市都市建

設局まちづくり計画部建築・住まい政策課、戊においては一般社団法人神奈川県

建設業協会事業部とする。 
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【神奈川県建設業協会（神建協）】 

 

（連絡調整） 

第８条 甲は、この協定の業務が適正かつ円滑に行われるよう連絡調整を行い、乙、

丙及び丁は、甲の広域調整の下で、戊との連絡体制をとるものとする。 

２ 乙、丙、若しくは丁又は戊は、連絡体制をとるための連絡調整を甲に求めるこ

とができる。 

 

（報 告） 

第９条 戊は、住宅建設等について、協力できる人員の状況を毎年４月末日までに

甲並びに乙、丙及び丁に報告するものとする。ただし、甲又は乙、丙若しくは丁

が必要と認めた場合は、戊に対し随時報告を求めることができる。 

 

（会員名簿等の提供） 

第10条 戊は、本協定に係る戊に加盟する会員の名簿を毎年４月末日までに甲並び

に乙、丙及び丁に提供するものとし、会員に異動があった場合は、甲並びに乙、

丙及び丁に報告するものとする。 

 

（協 議） 

第11条 この協定に定めるもののほか必要な事項については、その都度甲乙丙丁戊

協議のうえ定めるものとする。 

 

（その他） 

第12条 この協定を証するため、本書を５通作成し、甲乙丙丁戊記名押印のうえ各

１通を保有する。 

 

附 則 

１ この協定書は、平成31年４月１日から適用する。ただし、乙、丙又は丁におい

ては、救助実施市の指定公示における効力発生日から適用する。 

２ 神奈川県知事と一般社団法人神奈川県建設業協会との間で締結した平成17年４

月１日付け「災害時における応急仮設住宅建設等に関する協定書」は廃止する。 

 

平成31年４月１日 
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【神奈川県建設業協会（神建協）】 
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【神奈川県建築士事務所協会（神事協）】 

災害時における応急仮設住宅の建設等に関する協定書 

（趣 旨） 

第１条 この協定は、災害時における応急仮設住宅の建設、被災住宅の応急修理及び障

害物の除去の実施（以下「住宅建設等」という。）に関して、神奈川県（以下「甲」

という。）並びに救助実施市である横浜市（以下「乙」という。）、川崎市（以下

「丙」という。）及び相模原市（以下「丁」という。）が一般社団法人神奈川県建築士

事務所協会（以下「戊」という。）に協力を求めるに当たって必要な事項を定めるも

のとする。 

 

（定 義） 

第２条 この協定において「住宅建設等」とは、災害救助法（昭和22年法律第118号）第

４条第１項第１号に規定する応急仮設住宅の供与のうち、建設し供与するもの、同項

第６号に規定する被災した住宅の応急修理、及び同項第10号に規定するもののうち災

害救助法施行令（昭和22年政令第225号）第２条第２号に係るもの（障害物の除去）に

係る業務並びにその他災害における住宅対策に係る業務をいう。 

２ 「救助実施市」とは、災害救助法第２条の２第１項に規定する救助実施市をいう。 

 

（所定の手続き） 

第３条 甲又は乙、丙若しくは丁は、住宅建設等の要請に当たっては、第７条第１項の

連絡調整を行ったうえ、工事場所、工事内容、戸数、規模、着工期日、その他必要と

認める事項を、文書をもって戊に連絡するものとする。ただし、緊急の場合は、電話

等によることができる。この場合において、甲又は乙、丙若しくは丁は、後に前記文

書を速やかに戊に提出しなければならない。 

 

（協 力） 

第４条 戊は、前条の要請があったときは、戊の会員（以下「会員」という。）の動員、

その他可能な限り甲又は乙、丙若しくは丁に協力するものとする。 

 

（協力の内容） 

第５条 会員は、第３条の要請に基づき、住宅建設等の実施にあたっての甲又は乙、丙

若しくは丁への助言、被災者相談、その他必要な協力を行う。 

 

（連絡窓口） 

第６条 この協定の業務に関する連絡窓口は、甲においては神奈川県県土整備局建築住

宅部住宅計画課、乙においては横浜市建築局住宅部住宅政策課、丙においては川崎市

まちづくり局住宅政策部住宅整備推進課、丁においては相模原市都市建設局まちづく

り計画部建築・住まい政策課、戊においては一般社団法人神奈川県建築士事務所協会

業務課とする。 

 

(連絡調整) 

第７条 甲は、この協定の業務が適正かつ円滑に行われるよう連絡調整を行い、乙、丙

及び丁は、甲の広域調整の下で、戊との連絡体制をとるものとする。 

２ 乙、丙、若しくは丁又は戊は、連絡体制をとるための連絡調整を甲に求めることが

できる。 

 

（会員名簿の提供及び報告） 

第８条 戊は、この協定に係る戊の業務担当部員の名簿及び会員の名簿を毎年４月末日

までに甲並びに乙、丙及び丁に提供するものとし、会員に異動があった場合は、甲並

びに乙、丙及び丁に報告するものとする。 
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【神奈川県建築士事務所協会（神事協）】 

 

（調査及び研究） 

第９条 甲、乙、丙、丁及び戊は、大規模災害時の対応、対策についての調査・研究を

協力して行う。 

 

（協 議） 

第10条 この協定に定めるもののほか必要な事項については、その都度甲乙丙丁戊協議

のうえ定めるものとする。 

 

（その他） 

第11条 この協定を証するため、本書を５通作成し、甲乙丙丁戊記名押印のうえ各１通

を保有する。 

 

附則  

１ この協定書は、平成31年４月１日から適用する。ただし、乙、丙又は丁においては、

救助実施市の指定公示における効力発生日から適用する。 

 

２ 神奈川県知事と一般社団法人神奈川県建築士事務所協会との間で締結した平成27年

６月26日付「災害時における応急仮設住宅の建設等に関する協定書」は廃止する。 

 

平成31年４月１日 
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【神奈川県電気工事工業組合（神電工組）】 

 
災害時における被災住宅の応急修理に関する協定書 

 

（趣 旨） 

第１条 この協定は、災害時における被災住宅の応急修理（以下「応急修理」とい

う。）に関して、神奈川県（以下「甲」という。）並びに救助実施市である横浜市

（以下「乙」という。）、川崎市（以下「丙」という。）及び相模原市（以下「丁」

という。）が神奈川県電気工事工業組合（以下「戊」という。）に協力を求めるに

当たって必要な事項を定めるものとする。 

 

（定 義） 

第２条 この協定において「応急修理」とは、災害救助法（昭和 22 年法律第 118 号）

第４条第１項第６号に規定する被災した住宅の応急修理をいう。 

２ 「救助実施市」とは、災害救助法第２条の２第１項に規定する救助実施市をいう。 

 

（所要の手続き） 

第３条 甲又は乙、丙若しくは丁は、応急修理の要請に当たっては、第８条第１項の

連絡調整を行ったうえ、住宅の被災状況、応急修理の実施要領その他必要と認める

事項を、文書をもって戊に連絡するものとする。ただし緊急の場合は電話等による

ことができる。この場合において、甲又は乙、丙若しくは丁は、後に前記文書を速

やかに戊に提出しなければならない。 

 

（協 力） 

第４条 戊は、前条の要請があったときは、戊の会員である電気工事業者（以下「業

者」という。）のあっせんをするとともに、甲又は乙、丙若しくは丁への助言、被

災者相談その他の必要な協力を行うものとする。 

 

（応急修理） 

第５条 戊のあっせんを受けた業者は、第３条の要請に基づき、応急修理を行うもの

とする。 

 

（費用の負担及び支払） 

第６条 業者が前条の応急修理に要した費用は、当該応急修理に係る契約当事者であ

る甲又は乙、丙若しくは丁が負担するものとする。 

２ 前項の当事者である甲又は乙、丙若しくは丁は、業者の応急修理終了後検査をし、

これを確認したときは、業者の請求により前項の費用を速やかに支払うものとする。 

 

（連絡窓口） 

第７条 この協定の業務に関する連絡窓口は、甲においては神奈川県県土整備局建築

住宅部住宅計画課、乙においては横浜市建築局住宅部住宅政策課、丙においては川

崎市まちづくり局住宅政策部住宅整備推進課、丁においては相模原市都市建設局ま

ちづくり計画部建築・住まい政策課、戊においては神奈川県電気工事工業組合事務

局とする。 

 

（連絡調整） 

第８条 甲は、この協定の業務が適正かつ円滑に行われるよう連絡調整を行い、乙、

丙及び丁は、甲の広域調整の下で、戊との連絡体制をとるものとする。 

２ 乙、丙、若しくは丁又は戊は、連絡体制をとるための連絡調整を甲に求めること

ができる。 
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【神奈川県電気工事工業組合（神電工組）】 
 

（報 告） 

第９条 戊は、応急修理について、協力できる人員等の状況を毎年５月末日までに

甲並びに乙、丙及び丁に報告するものとする。ただし、甲又は乙、丙若しくは丁

が必要と認めた場合は、戊に対し随時報告を求めることができる。 

 

（会員名簿等の提供） 

第 10条 戊は、本協定に係る戊に加盟する会員の名簿を毎年５月末日までに甲並び

に乙、丙及び丁に提供するものとし、会員に異動があった場合は、甲並びに乙、

丙及び丁に報告するものとする。 

 

（協 議） 

第 11条 この協定に定めるもののほか必要な事項については、その都度甲乙丙丁戊

協議のうえ定めるものとする。 

 

（その他） 

第 12条 この協定を証するため、本書を５通作成し、甲乙丙丁戊記名押印のうえ各

１通を保有する。 

 

附 則 

１ この協定書は、令和元年６月 28日から適用する。 

 

令和元年６月 28日 
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３ 法令集 

災害救助法（抜粋） 

（昭和二十二年十月十八日法律第百十八号） 

最終改正：平成三〇年六月十五日法律第五二号 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、災害に際して、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、応急的

に、必要な救助を行い、被災者の保護と社会の秩序の保全を図ることを目的とする。 

（救助の対象） 

第二条 この法律による救助（以下「救助」という。）は、都道府県知事が、政令で定める程度の災害が発生した市

（特別区を含む。以下同じ。）町村（以下「災害発生市町村」という。）の区域（地方自治法（昭和二十二年法律第六

十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、当該市の区域又は当該市の区若しくは総合区の区域とす

る。次条第一項において同じ。）内において当該災害により被害を受け、現に救助を必要とする者に対して、これを行

う。 

（救助実施市の長による救助の実施） 

第二条の二 救助実施市（その防災体制、財政状況その他の事情を勘案し、災害に際し円滑かつ迅速に救助を行うこと

ができるものとして内閣総理大臣が指定する市をいう。以下同じ。）の区域内において前条に規定する災害により被害

を受け、現に救助を必要とする者に対する救助は、同条の規定にかかわらず、当該救助実施市の長が行う。 

２ 前項の規定による指定（以下この条において「指定」という。）は、内閣府令で定めるところにより、同項の救助

を行おうとする市の申請により行う。 

３ 内閣総理大臣は、指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指定をしようとする市を包括する都道府県の知事

の意見を聴かなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、指定をしたときは、直ちにその旨を公示しなければならない。 

５ 前各項に定めるもののほか、指定及びその取消しに関し必要な事項は、内閣府令で定める。 

（都道府県知事による連絡調整） 

第二条の三 都道府県知事は、救助実施市の区域及び当該救助実施市以外の市町村の区域にわたり発生した第二条に規

定する災害に際し、当該都道府県知事及び当該救助実施市の長が行う救助において必要となる物資の供給又は役務の提

供が適正かつ円滑に行われるよう、当該救助実施市の長及び物資の生産等（生産、集荷、販売、配給、保管又は輸送を

いう。以下同じ。）を業とする者その他の関係者との連絡調整を行うものとする。 

 

第二章 救助 

（都道府県知事等の努力義務） 

第三条 都道府県知事又は救助実施市の長（以下「都道府県知事等」という。）は、救助の万全を期するため、常に、

必要な計画の樹立、強力な救助組織の確立並びに労務、施設、設備、物資及び資金の整備に努めなければならない。 

（救助の種類等） 

第四条 救助の種類は、次のとおりとする。 

一 避難所及び応急仮設住宅の供与 

二 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給 

三 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 

四 医療及び助産 

五 被災者の救出 

六 被災した住宅の応急修理 

七 生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与 

八 学用品の給与 

九 埋葬 

十 前各号に規定するもののほか、政令で定めるもの 
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２ 救助は、都道府県知事等が必要があると認めた場合においては、前項の規定にかかわらず、救助を要する者（埋葬

については埋葬を行う者）に対し、金銭を支給してこれを行うことができる。 

３ 救助の程度、方法及び期間に関し必要な事項は、政令で定める。 

 

（中略） 

 

（事務処理の特例） 

第十三条 都道府県知事は、救助を迅速に行うため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、その権限

に属する救助の実施に関する事務の一部を災害発生市町村の長が行うこととすることができる。 

２ 前項の規定により災害発生市町村の長が行う事務を除くほか、災害発生市町村の長は、都道府県知事が行う救助を

補助するものとする。 

（内閣総理大臣の指示） 

第十四条 内閣総理大臣は、都道府県知事等が行う救助について、他の都道府県知事等に対し、その応援をすべきこと

を指示することができる。 

（日本赤十字社の協力義務等） 

第十五条 日本赤十字社は、その使命に鑑み、救助に協力しなければならない。 

２ 政府は、日本赤十字社に、政府の指揮監督の下に、救助に関し地方公共団体以外の団体又は個人がする協力（第八

条の規定による協力を除く。）についての連絡調整を行わせることができる。 

（日本赤十字社への委託） 

第十六条 都道府県知事等は、救助又はその応援の実施に関して必要な事項を日本赤十字社に委託することができる。 

（事務の区分） 

第十七条 この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法

第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 

一 第四条第二項、第七条第一項及び第二項、同条第四項において準用する第五条第二項、第七条第五項、第八条、第

九条第一項、同条第二項において準用する第五条第二項及び第三項、第十条第一項及び第二項、同条第三項において準

用する第六条第三項、第十一条、第十二条並びに第十四条の規定により都道府県又は救助実施市（以下「都道府県等」

という。）が処理することとされている事務 

二 第二条及び第十三条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 

三 第二条の二第一項の規定により救助実施市が処理することとされている事務 

四 第十三条第二項の規定により災害発生市町村が処理することとされている事務 

 

第三章 費用 

（費用の支弁区分） 

第十八条 第四条の規定による救助に要する費用（救助の事務を行うのに必要な費用を含む。）は、救助を行った都道

府県知事等の統括する都道府県等が、これを支弁する。 

２ 第七条第五項の規定による実費弁償及び第十二条の規定による扶助金の支給で、第七条第一項の規定による従事命

令又は第八条の規定による協力命令によって救助に関する業務に従事し、又は協力した者に係るものに要する費用は、

その従事命令又は協力命令を発した都道府県知事等の統括する都道府県等が、第七条第二項の規定による従事命令によ

って救助に関する業務に従事した者に係るものに要する費用は、同項の規定による要求をした都道府県知事等の統括す

る都道府県等が、これを支弁する。 

３ 第九条第二項の規定により準用する第五条第三項の規定による損失補償に要する費用は、管理、使用若しくは収用

を行い、又は保管を命じた都道府県知事等の統括する都道府県等が、これを支弁する。 

（委託費用の補償） 

第十九条 都道府県等は、その都道府県知事等が第十六条の規定により委託した事項を実施するため、日本赤十字社が

支弁した費用に対し、その費用のための寄附金その他の収入を控除した額を補償する。 

（都道府県等が応援のため支弁した費用） 

第二十条 都道府県等は、他の都道府県等の都道府県知事等により行われた救助につき行った応援のため支弁した費用

について、当該他の都道府県等に対して、求償することができる。 

２ 著しく異常かつ激甚な非常災害が発生した場合において、前項の規定により求償の請求を受けた都道府県等（以下

「被請求都道府県等」という。）は、内閣府令で定めるところにより、国に対して、国が当該被請求都道府県等に代わ
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って同項に規定する費用について同項の規定により求償の請求を行った都道府県等（以下「請求都道府県等」とい

う。）に対して弁済するよう要請することができる。 

３ 国は、前項の規定による被請求都道府県等の要請があった場合において、当該被請求都道府県等の区域内における

被害の状況その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、第一項の規定による

求償の請求に係る費用（以下「請求費用」という。）を、当該被請求都道府県等に代わって請求都道府県等に対して弁

済することができる。 

４ 国は、前項の規定により請求費用を弁済したときは、被請求都道府県等に対して、当該弁済した費用を求償するも

のとする。 

（国庫負担） 

第二十一条 国庫は、都道府県等が第十八条の規定により支弁した費用及び第十九条の規定による補償に要した費用

（前条第一項の規定により求償することができるものを除く。）並びに同項の規定による求償に対する支払に要した費

用（前条第四項の規定による求償に対する支払に要した費用を含む。）の合計額が政令で定める額以上となる場合にお

いて、当該合計額が、地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）に定める当該都道府県等の普通税（法定外普通税

を除く。第二十三条において同じ。）について同法第一条第一項第五号にいう標準税率（標準税率の定めのない地方税

については、同法に定める税率とする。）をもって算定した当該年度の収入見込額（以下この項において「収入見込

額」という。）の百分の二以下であるときにあっては当該合計額についてその百分の五十を負担するものとし、収入見

込額の百分の二を超えるときにあっては次の区分に従って負担するものとする。この場合において、収入見込額の算定

方法については、地方交付税法（昭和二十五年法律第二百十一号）第十四条の定めるところによるものとする。 

一 収入見込額の百分の二以下の部分については、その額の百分の五十 

二 収入見込額の百分の二を超え、百分の四以下の部分については、その額の百分の八十 

三 収入見込額の百分の四を超える部分については、その額の百分の九十 

２ 国は、前条第二項の規定による被請求都道府県等の要請があった場合において、次の各号のいずれにも該当すると

認めるときは、内閣府令で定めるところにより、前項の規定による国庫の負担額の全部又は一部を、同条第三項の規定

による弁済に代えて、請求都道府県等に対して支払うことができる。 

一 前条第二項の規定により被請求都道府県等から弁済するよう要請された費用の額が前項の規定による国庫の負担額

を上回らないこと。 

二 被請求都道府県等の区域内における被害の状況その他の事情を勘案して請求費用を当該被請求都道府県等に代わっ

て請求都道府県等に対して弁済する必要があること。 

３ 前項の規定により国が請求費用を支払う場合における第一項の規定の適用については、同項中「前条第四項の規定

による求償に対する支払に要した」とあるのは、「前条第二項の規定による要請に係る」とする。 

（災害救助基金） 

第二十二条 都道府県等は、前条第一項に規定する費用の支弁の財源に充てるため、災害救助基金を積み立てておかな

ければならない。 

第二十三条 災害救助基金の各年度における最少額は次の各号に掲げる都道府県等の区分に応じ当該各号に定める額と

し、災害救助基金がその最少額に達していない場合は、都道府県等は、政令で定める金額を、当該年度において、積み

立てなければならない。 

一 都道府県（次号に掲げる都道府県を除く。） 当該都道府県の当該年度の前年度の前三年間における地方税法に定

める普通税の収入額の決算額の平均年額の千分の五に相当する額 

二 救助実施市を包括する都道府県 当該都道府県の当該年度の前年度の前三年間における地方税法に定める普通税の

収入額の決算額の平均年額の千分の五に相当する額から、当該額に救助実施市人口割合（救助実施市を包括する都道府

県の人口（官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる人口調査の結果による人口をいう。以下この号において

同じ。）に占める救助実施市ごとの人口の割合をいう。次号において同じ。）の合計を乗じて得た額を減じた額 

三 救助実施市 当該救助実施市を包括する都道府県の当該年度の前年度の前三年間における地方税法に定める普通税

の収入額の決算額の平均年額の千分の五に相当する額に、当該救助実施市に係る救助実施市人口割合を乗じて得た額 

第二十四条 災害救助基金から生ずる収入は、全て災害救助基金に繰り入れなければならない。 

第二十五条 第二十一条第一項（同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同

じ。）の規定による国庫の負担額が、第二十一条第一項に規定する費用を支弁するために災害救助基金以外の財源から

支出された額を超過するときは、その超過額は、これを災害救助基金に繰り入れなければならない。 

第二十六条 災害救助基金の運用は、次の方法によらなければならない。 

一 財政融資資金への預託又は確実な銀行への預金 

二 国債証券、地方債証券その他確実な債券の応募又は買入れ 
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三 第四条第一項に規定する給与品の事前購入 

第二十七条 災害救助基金の管理に要する費用は、災害救助基金から支出することができる。 

第二十八条 災害救助基金が第二十三条の規定による最少額を超えて積み立てられている都道府県は、区域内の市町村

が災害救助の資金を貯蓄しているときは、当該最少額を超える部分の金額の範囲内において、災害救助基金から補助す

ることができる。 

第二十九条 災害救助基金が第二十三条の規定による最少額を超えて積み立てられている都道府県等は、当該最少額を

超える部分の金額の範囲内において、災害救助基金を取り崩すことができる。 

（繰替支弁） 

第三十条 都道府県知事は、第十三条第一項の規定により救助の実施に関するその権限に属する事務の一部を災害発生

市町村の長が行うこととした場合又は都道府県が救助に要する費用を支弁するいとまがない場合においては、当該救助

に係る災害発生市町村に、救助の実施に要する費用を一時繰替支弁させることができる。 

第四章 雑則 

第三十一条 都道府県知事は、救助を行った者について、災害対策基本法第九十条の三第四項の規定により情報の提供

の求めがあったときは、当該提供の求めに係る者についての同条第二項第一号から第四号までに掲げる情報であって自

らが保有するものを提供するものとする。 

第五章 罰則 

第三十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 

一 第七条第一項又は第二項の規定による従事命令に従わなかった者 

二 第五条第一項又は第九条第一項の規定による保管命令に従わなかった者 

第三十三条 偽りその他不正の手段により救助を受け、又は受けさせた者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金

に処する。ただし、刑法（明治四十年法律第四十五号）に正条があるものは、同法による。 

第三十四条 第六条第一項若しくは第二項若しくは第十条第一項若しくは第二項の規定による当該職員の立入検査を拒

み、妨げ、若しくは忌避し、又は第六条第二項若しくは第十条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告を

した者は、二十万円以下の罰金に処する。 

第三十五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し第三十

二条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。 

附 則 抄 

○１ この法律は、昭和二十二年十月二十日から、これを施行する。 

○２ 罹災救助基金法は、これを廃止する。 

○３ この法律施行の際、現に存する旧法による罹災救助基金は、この法律による災害救助基金とする。 

（中略） 

附 則 （平成三〇年六月一五日法律第五二号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。  
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災害救助法施行令（抜粋） 

 （昭和二十二年十月三十日政令第二百二十五号） 

最終改正：平成三〇年一二月二八日政令第三五九号 

（災害の程度） 

第一条 災害救助法（昭和二十二年法律第百十八号。以下「法」という。）第二条に規定する政令で定める程度の災害

は、次の各号のいずれかに該当する災害とする。 

一 当該市町村（特別区を含む。以下同じ。）の区域（地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の

十九第一項の指定都市にあっては、当該市の区域又は当該市の区若しくは総合区の区域とする。以下同じ。）内の人口

に応じそれぞれ別表第一に定める数以上の世帯の住家が滅失したこと。 

二 当該市町村の区域を包括する都道府県の区域内において、当該都道府県の区域内の人口に応じそれぞれ別表第二に

定める数以上の世帯の住家が滅失した場合であって、当該市町村の区域内の人口に応じそれぞれ別表第三に定める数以

上の世帯の住家が滅失したこと。 

三 当該市町村の区域を包括する都道府県の区域内において、当該都道府県の区域内の人口に応じそれぞれ別表第四に

定める数以上の世帯の住家が滅失したこと又は当該災害が隔絶した地域に発生したものである等被災者の救護を著しく

困難とする内閣府令で定める特別の事情がある場合であって、多数の世帯の住家が滅失したこと。 

四 多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じた場合であって、内閣府令で定める基準に該当す

ること。 

２ 前項第一号から第三号までに規定する住家が滅失した世帯の数の算定に当たっては、住家が半壊し又は半焼する等

著しく損傷した世帯は二世帯をもって、住家が床上浸水、土砂の堆積等により一時的に居住することができない状態と

なった世帯は三世帯をもって、それぞれ住家が滅失した一の世帯とみなす。 

（救助の種類） 

第二条 法第四条第一項第十号に規定する救助の種類は、次のとおりとする。 

一 死体の捜索及び処理 

二 災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼしているものの除去 

（救助の程度、方法及び期間） 

第三条 救助の程度、方法及び期間は、応急救助に必要な範囲内において、内閣総理大臣が定める基準に従い、あらか

じめ、都道府県知事又は救助実施市の長（以下「都道府県知事等」という。）が、これを定める。 

２ 前項の内閣総理大臣が定める基準によっては救助の適切な実施が困難な場合には、都道府県知事等は、内閣総理大

臣に協議し、その同意を得た上で、救助の程度、方法及び期間を定めることができる。 

（中略） 

（災害発生市町村の長による救助の実施に関する事務の実施） 

第十七条 都道府県知事は、法第十三条第一項の規定により救助の実施に関するその権限に属する事務の一部を災害発

生市町村の長が行うこととするときは、災害発生市町村の長が行うこととする事務の内容及び当該事務を行うこととす

る期間を災害発生市町村の長に通知するものとする。この場合においては、当該災害発生市町村の長は、当該期間にお

いて当該事務を行わなければならない。 

２ 都道府県知事は、法第十三条第一項の規定により救助の実施に関するその権限に属する事務（法第七条から第十条

までに規定する事務に限る。）の一部を災害発生市町村の長が行うこととし、前項前段の規定による通知をしたときは、

直ちにその旨を公示しなければならない。 

３ 法第十三条第一項の規定により救助の実施に関するその権限に属する事務の一部を災害発生市町村の長が行うこと

とした場合においては、法の規定中当該事務に係る都道府県知事に関する規定は、災害発生市町村の長に関する規定と

して災害発生市町村の長に適用があるものとする。 

（事務の区分） 

第十八条 この政令の規定により都道府県又は救助実施市（以下「都道府県等」という。）が処理することとされてい

る事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 

一 第三条、第五条並びに第八条第二項第二号及び第三号の規定により都道府県等が処理することとされている事務 

二 前条第一項及び第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 

（中略） 

附 則 （平成三〇年一二月二八日政令第三五九号） 抄 

（施行期日） 

１ この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。 
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別表第一 （第一条関係）  

市町村の区域内の人口 住家が滅失した世帯の数 

五，〇〇〇人未満 三〇 

五，〇〇〇人以上一五，〇〇〇人未満 四〇 

一五，〇〇〇人以上三〇，〇〇〇人未満 五〇 

三〇，〇〇〇人以上五〇，〇〇〇人未満 六〇 

五〇，〇〇〇人以上一〇〇，〇〇〇人未満 八〇 

一〇〇，〇〇〇人以上三〇〇，〇〇〇人未満 一〇〇 

三〇〇，〇〇〇人以上 一五〇 

 

別表第二 （第一条関係）  

都道府県の区域内の人口 住家が滅失した世帯の数 

一，〇〇〇，〇〇〇人未満 一，〇〇〇 

一，〇〇〇，〇〇〇人以上二，〇〇〇，〇〇〇人未満 一，五〇〇 

二，〇〇〇，〇〇〇人以上三，〇〇〇，〇〇〇人未満 二，〇〇〇 

三，〇〇〇，〇〇〇人以上 二，五〇〇 

 

別表第三 （第一条関係）  

市町村の区域内の人口 住家が滅失した世帯の数 

五，〇〇〇人未満 一五 

五，〇〇〇人以上一五，〇〇〇人未満 二〇 

一五，〇〇〇人以上三〇，〇〇〇人未満 二五 

三〇，〇〇〇人以上五〇，〇〇〇人未満 三〇 

五〇，〇〇〇人以上一〇〇，〇〇〇人未満 四〇 

一〇〇，〇〇〇人以上三〇〇，〇〇〇人未満 五〇 

三〇〇，〇〇〇人以上 七五 

 

別表第四 （第一条関係）  

都道府県の区域内の人口 住家が滅失した世帯の数 

一，〇〇〇，〇〇〇人未満 五，〇〇〇 

一，〇〇〇，〇〇〇人以上二，〇〇〇，〇〇〇人未満 七，〇〇〇 

二，〇〇〇，〇〇〇人以上三，〇〇〇，〇〇〇人未満 九，〇〇〇 

三，〇〇〇，〇〇〇人以上 一二，〇〇〇 
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災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準 

最終改正 令和元年十月二十三日内
閣府告示第三百七十八号 
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災害救助法施行細則による救助の程度等 

（昭和40年９月10日告示第561号）                                 

最終改正 令和２年８月25日告示第342号 

 

災害救助法施行細則（昭和34年神奈川県規則第90号）第３条の規定による救助の程度、方法及び期間並びに第11条の規

定による実費弁償の程度を次のように定め、昭和40年８月１日から適用する。 

災害救助法による救助の程度、方法及び期間（昭和33年神奈川県告示第558号）及び災害救助法による実費弁償の限度

（昭和33年神奈川県告示第559号）は、廃止する。 

１ 救助の程度、方法及び期間 

救助の程度、方法及び期間は、次のとおりとする。 

(１) 避難所及び応急仮設住宅の供与 

ア 避難所 

(ア) 避難所は、災害により現に被害を受け、又は受けるおそれのある者に供与するものとする。 

(イ) 避難所は、学校、公民館等既存の建物の利用を原則とするが、これらの適当な建物を利用することが困難な場合

は、野外に仮小屋を設置し、天幕を設営し、又はその他の適切な方法により実施するものとする。 

(ウ) 避難所の設置のため支出する費用は、避難所の設置、維持及び管理のための賃金職員等雇上費、消耗器材費、建

物の使用謝金、器物の使用謝金、借上費又は購入費、光熱水費並びに仮設便所等の設置費とし、１人１日当たり330円以

内とする。 

(エ) 福祉避難所（高齢者、障害者等（以下「高齢者等」という。）であつて避難所での避難生活において特別な配慮

を必要とするものに供与する避難所をいう。）を設置した場合は、(ウ)の金額に、当該地域において当該特別な配慮の

ために必要な通常の実費を加算することができるものとする。 

(オ) 避難所での避難生活が長期にわたる場合等においては、避難所で避難生活している者への健康上の配慮等によ

り、ホテル・旅館など宿泊施設の借上げを実施し、これを供与することができるものとする。 

(カ) 避難所を開設する期間は、災害発生の日から７日以内とする。 

イ 応急仮設住宅 

応急仮設住宅は、住家が全壊、全焼又は流出し、居住する住家がない者であつて、自らの資力では住家を得ることがで

きないものに、建設し供与するものであつて(ア)に掲げる要件を満たすもの（以下「建設型応急住宅」という。）、民

間賃貸住宅を借上げて供与するものであつて(イ)に掲げる要件を満たすもの（以下「賃貸型応急住宅」という。）又は

その他適切な方法により供与するものとする。 

(ア) 建設型応急住宅 

ａ 建設型応急住宅の設置に当たつては、原則として、公有地を利用すること。ただし、これら適当な公有地を利用す

ることが困難な場合は、民有地を利用することが可能であること。 

ｂ １戸当たりの規模は、応急救助の趣旨を踏まえ、実施主体が地域の実情、世帯構成等に応じて設定し、その設置の

ために支出できる費用は、設置にかかる原材料費、労務費、附帯設備工事費、輸送費及び建築事務費等の一切の経費と

して、571万4,000円以内とすること。 

ｃ 建設型応急住宅を同一敷地内又は近接する地域内におおむね50戸以上設置した場合は、居住者の集会等に利用する

ための施設を設置でき、50戸未満の場合でも戸数に応じた小規模な施設を設置できること。 

ｄ 福祉仮設住宅（老人居宅介護等事業等を利用しやすい構造及び設備を有し、高齢者等であつて日常の生活上特別な

配慮を要する複数のものに供与する施設をいう。）を建設型応急住宅として設置できること。 

ｅ 建設型応急住宅は、災害発生の日から20日以内に着工し、速やかに設置すること。 

ｆ 建設型応急住宅を供与できる期間は、完成の日から建築基準法（昭和25年法律第201号）第85条第３項又は第４項に

規定する期限までとすること。 

ｇ 建設型応急住宅の供与終了に伴う建設型応急住宅の解体撤去及び土地の原状回復のために支出できる費用は、当該

地域における実費とすること。 

(イ) 賃貸型応急住宅 

ａ 賃貸型応急住宅の１戸当たりの規模は、世帯の人数に応じて(ア)ｂに定める規模に準ずることとし、その借上げの

ために支出できる費用は、家賃、共益費、敷金、礼金、仲介手数料又は火災保険等その他民間賃貸住宅の貸主又は仲介

業者との契約に不可欠なものとして、地域の実情に応じた額とすること。 

ｂ 賃貸型応急住宅は、災害発生の日から速やかに民間賃貸住宅を借上げ、提供しなければならないこと。 

ｃ 賃貸型応急住宅を供与できる期間は、(ア)ｆと同様の期間とすること。 

(２) 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給 
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ア 炊き出しその他による食品の給与 

(ア) 炊き出しその他による食品の給与は、避難所に避難している者又は住家に被害を受け、若しくは災害により現に

炊事のできない者に対して行う。 

(イ) 炊き出しその他による食品の給与は、被災者が直ちに食することができる現物により行う。 

(ウ) 炊き出しその他による食品の給与を実施するため支出する費用は、主食、副食及び燃料等の経費とし、１人１日

当たり1,160円以内とする。 

(エ) 炊き出しその他による食品の給与を実施する期間は、災害発生の日から７日以内とする。 

イ 飲料水の供給 

(ア) 飲料水の供給は、災害のため現に飲料水を得ることができない者に対して行う。 

(イ) 飲料水の供給を実施するため支出する費用は、水の購入費のほか、給水又は浄水に必要な機械又は器具の借上

費、修繕費及び燃料費並びに薬品又は資材の費用とし、当該地域における通常の実費とする。 

ウ 飲料水の供給を実施する期間は、災害発生の日から７日以内とする。 

(３) 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 

ア 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与は、住家の全壊、全焼、流失、半壊、半焼又は床上浸水（土砂の堆積

等により一時的に居住することができない状態となつたものを含む。以下同じ。）、全島避難等により、生活上必要な

被服、寝具その他生活必需品を喪失又は損傷等により使用することができず、直ちに日常生活を営むことが困難な者に

対して行う。 

イ 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与は、被害の実情に応じ、次に掲げる品目の範囲内において現物をもつ

て行う。 

(ア) 被服、寝具及び身の回り品 

(イ) 日用品 

(ウ) 炊事用具及び食器 

(エ) 光熱材料 

ウ 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与のため支出する費用は、季別及び世帯区分により１世帯当たり次に掲

げる額以内とする。この場合において、季別は、災害発生の日をもつて決定する。 

(ア) 住家の全壊、全焼又は流失により被害を受けた世帯 

世帯区分 

季別 
１人世帯 ２人世帯 ３人世帯 ４人世帯 ５人世帯 

世帯員が６人以上の

世帯 

夏季（４月から９

月までの期間をい

う。以下同じ。） 
18,800円 24,200円 35,800円 42,800円 54,200円 

54,200円に５人を超

える世帯員１人につ

き7,900円を加算し

た額 

冬季（10月から３

月までの期間をい

う。以下同じ。） 
31,200円 40,400円 56,200円 65,700円 82,700円 

82,700円に５人を超

える世帯員１人につ

き11,400円を加算し

た額 

 (イ) 住家の半壊、半焼又は床上浸水により被害を受けた世帯 

世帯区分 

季別 
１人世帯 ２人世帯 ３人世帯 ４人世帯 ５人世帯 

世帯員が６人以上の

世帯 

夏季 6,100円 8,300円 12,400円 15,100円 19,000円 

19,000円に５人を超

える世帯員１人につ

き2,600円を加算し

た額 

冬季 10,000円 13,000円 18,400円 21,900円 27,600円 

27,600円に５人を超

える世帯員１人につ

き3,600円を加算し

た額 

エ 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与は、災害発生の日から10日以内に完了するものとする。 

(４) 医療及び助産 

ア 医療 

(ア) 医療は、災害のため医療の方途を失つた者に対して、応急的に処置するものとする。 
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(イ) 医療は、救護班によつて行う。ただし、急迫した事情があり、やむを得ない場合においては、病院又は診療所

（あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律（昭和22年法律第217号）に規定するあん摩マツサージ指

圧師、はり師若しくはきゆう師又は柔道整復師法（昭和45年法律第19号）に規定する柔道整復師（以下これらを「施術

者」という。）を含む。）において医療（施術者が行うことのできる範囲の施術を含む。）を行うことができる。 

(ウ) 医療は、次の範囲内において行う。 

ａ 診察 

ｂ 薬剤又は治療材料の支給 

ｃ 処置、手術その他の治療及び施術 

ｄ 病院又は診療所への収容 

ｅ 看護 

(エ) 医療のため支出する費用は、救護班による場合は使用した薬剤、治療材料及び破損した医療器具の修繕費等の実

費とし、病院又は診療所による場合は国民健康保険の診療報酬の額以内とし、施術者による場合は協定料金の額以内と

する。 

(オ) 医療を実施する期間は、災害発生の日から14日以内とする。 

イ 助産 

(ア) 助産は、災害発生の日以前又は以後７日以内に分べんした者であつて、災害のため助産の方途を失つた者に対し

て行う。 

(イ) 助産は、次の範囲内において行う。 

ａ 分べんの介助 

ｂ 分べん前及び分べん後の処置 

ｃ 脱脂綿、ガーゼその他の衛生材料の支給 

(ウ) 助産のため支出する費用は、救護班等による場合は使用した衛生材料等の実費とし、助産師による場合は慣行料

金の100分の80以内の額とする。 

(エ) 助産を実施する期間は、分べんした日から７日以内とする。 

(５) 被災者の救出 

ア 被災者の救出は、災害のため、現に生命若しくは身体が危険な状態にある者又は生死不明の状態にある者を捜索

し、又は救出するものとする。 

イ 被災者の救出のため支出する費用は、舟艇その他救出のための機械、器具等の借上費又は購入費、修繕費及び燃料

費とし、当該地域における通常の実費とする。 

ウ 被災者の救出を実施する期間は、災害発生の日から３日以内とする。 

(６) 被災した住宅の応急修理 

ア 住宅の応急修理は、災害のため住家が半壊、半焼若しくはこれらに準ずる程度の損傷を受け、自らの資力では応急

修理をすることができない者又は大規模な補修を行わなければ居住することが困難である程度に住家が半壊した者に対

して行う。 

イ 住宅の応急修理は、居室、炊事場、便所等日常生活に必要最少限度の部分に対し、現物をもつて行うものとし、そ

の修理のため支出する費用は、１世帯当たり次に掲げる額以内とする。 

(ア) (イ)に掲げる世帯以外の世帯 59万5,000円 

(イ) 半壊又は半焼に準ずる程度の損傷により被害を受けた世帯 30万円 

ウ 住宅の応急修理は、災害発生の日から１月以内に完了するものとする。 

(７) 学用品の給与 

ア 学用品の給与は、住家の全壊、全焼、流失、半壊、半焼又は床上浸水による喪失若しくは損傷等により学用品を使

用することができず、就学上支障のある小学校児童（義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部の児童を含

む。以下同じ。）、中学校生徒（義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部の生徒

を含む。以下同じ。）及び高等学校等生徒（高等学校（定時制の課程及び通信制の課程を含む。）、中等教育学校の後

期課程（定時制の課程及び通信制の課程を含む。）、特別支援学校の高等部、高等専門学校、専修学校及び各種学校の

生徒をいう。以下同じ。）に対して行う。 

イ 学用品の給与は、被害の実情に応じ、次に掲げる品目の範囲内において、現物をもつて行う。 

(ア) 教科書 

(イ) 文房具 

(ウ) 通学用品 

ウ 学用品の給与のため支出する費用は、次の額以内とする。 



             

 

124 
 

(ア) 教科書代 

ａ 小学校児童及び中学校生徒 

教科書の発行に関する臨時措置法（昭和23年法律第132号）第２条第１項に規定する教科書及び教科書以外の教材で、神

奈川県教育委員会又は市町村の教育委員会に届け出て、又はその承認を受けて使用するものを給与するための実費 

ｂ 高等学校等生徒 

正規の授業で使用する教材を給与するための実費 

(イ) 文房具及び通学用品費 

小学校児童 １人当たり 4,500円 

中学校生徒 １人当たり 4,800円 

高等学校等生徒 １人当たり 5,200円 

エ 学用品の給与は、災害発生の日から教科書については１月以内、その他の学用品については15日以内に完了するも

のとする。 

(８) 埋葬 

ア 埋葬は、災害の際死亡した者について、死体の応急的な処理程度のものを行う。 

イ 埋葬は、次の範囲内において、原則として棺又は棺材の現物をもつて行う。 

(ア) 棺（附属品を含む。） 

(イ) 埋葬又は火葬（賃金職員等雇上費を含む。） 

(ウ) 骨つぼ及び骨箱 

ウ 埋葬のため支出する費用は、１体当たり大人21万5,200円以内、小人17万2,000円以内とする。 

エ 埋葬は、災害発生の日から10日以内に完了するものとする。 

(９) 死体の捜索 

ア 死体の捜索は、災害により現に行方不明の状態にあり、かつ、各般の事情により既に死亡していると推定される者

に対して行う。 

イ 死体の捜索のため支出する費用は、舟艇その他捜索のための機械、器具等の借上費又は購入費、修繕費及び燃料費

とし、当該地域における通常の実費とする。 

ウ 死体の捜索は、災害発生の日から10日以内に完了するものとする。 

(10) 死体の処理 

ア 死体の処理は、災害の際死亡した者について、死体に関する処理（埋葬を除く。）を行う。 

イ 死体の処理は、次の範囲内において行う。 

(ア) 死体の洗浄、縫合、消毒等の処置 

(イ) 死体の一時保存 

(ウ) 検案 

ウ 検案は、原則として救護班によつて行う。 

エ 死体の処理のため支出する費用は、次に掲げるところによる。 

(ア) 死体の洗浄、縫合、消毒等の処置のための費用は、１体当たり3,500円以内とする。 

(イ) 死体の一時保存のための費用は、死体を一時収容するために既存の建物を利用する場合は当該施設の借上げに要

する通常の実費とし、既存の建物を利用できない場合は１体当たり5,400円以内とする。この場合において、死体の一時

保存にドライアイスの購入費等の経費が必要なときは、当該地域における通常の実費を加算できる。 

(ウ) 救護班により検案ができない場合は、当該地域の慣行料金の額以内とする。 

オ 死体の処理は、災害発生の日から10日以内に完了するものとする。 

(11) 災害によつて住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼしているもの（以下

「障害物」という。）の除去 

ア 障害物の除去は、居室、炊事場等生活に欠くことのできない場所又は玄関に障害物が運び込まれているため一時的

に居住できない状態にあり、かつ、自らの資力をもつてしては、当該障害物を除去することができない者に対して行

う。 

イ 障害物の除去のため支出する費用は、ロープ、スコップその他除去のため必要な機械、器具等の借上費又は購入

費、輸送費、賃金職員等雇上費等とし、市町村内において障害物の除去を行つた１世帯当たりの平均が13万7,900円以内

とする。 

ウ 障害物の除去は、災害発生の日から10日以内に完了するものとする。 

(12) 救助のための輸送及び賃金職員等の雇用 

ア 救助のための輸送費及び賃金職員等雇上費として支出する範囲は、次に掲げる範囲とする。 
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(ア) 被災者の避難に係る支援 

(イ) 医療及び助産 

(ウ) 被災者の救出 

(エ) 飲料水の供給 

(オ) 死体の捜索 

(カ) 死体の処理 

(キ) 救済用物資の整理配分 

イ 救助のため支出する輸送費及び賃金職員等雇上費は、当該地域における通常の実費とする。 

ウ 救助のための輸送及び賃金職員等の雇用をする期間は、当該救助を実施する期間内とする。 

２ 実費弁償 

実費弁償は、次のとおりとする。 

(１) 災害救助法施行令（昭和22年政令第225号。以下「政令」という。）第４条第１号から第４号までに規定する者 

ア 日当 

(ア) 医師及び歯科医師 １人１日当たり ２万4,100円以内 

(イ) 薬剤師 １人１日当たり １万8,300円以内 

(ウ) 保健師及び看護師 １人１日当たり １万7,600円以内 

(エ) 助産師 １人１日当たり １万8,500円以内 

(オ) 准看護師 １人１日当たり １万4,400円以内 

(カ) 診療放射線技師、臨床検査技師及び臨床工学技士 １人１日当たり １万6,600円以内 

(キ) 救急救命士 １人１日当たり １万6,400円以内 

(ク) 歯科衛生士 １人１日当たり １万5,600円以内 

(ケ) 土木技術者及び建築技術者 １人１日当たり １万6,100円以内 

(コ) 大工 １人１日当たり ２万5,600円以内 

(サ) 左官 １人１日当たり ２万6,900円以内 

(シ) とび職 １人１日当たり ２万7,500円以内 

イ 時間外勤務手当 

職種ごとに、アの(ア)から(シ)までに定める日当額を基礎とし、かつ、常勤の県職員との均衡を考慮して算定した額以

内とする。 

ウ 旅費 

常勤の県職員の旅費の額に相当する額以内とする。 

(２) 政令第４条第５号から第10号までに規定する者 

業者のその地域における慣行料金による支出実績に手数料としてその100分の３の額を加算した額以内 

３ 災害救助事務 

災害救助法（昭和22年法律第118号。以下「法」という。）第18条第１項の救助の事務を行うのに必要な費用（以下「救

助事務費」という。）は、次のとおりとする。 

(１) 救助事務費に支出できる範囲は、救助の事務を行うのに要した経費（救助の実施期間内のものに限る。）及び災

害救助費の精算の事務を行うのに要した経費とし、次に掲げる費用とする。 

ア 時間外勤務手当 

イ 賃金職員等雇上費 

ウ 旅費 

エ 需用費（消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、光熱水費及び修繕費をいう。） 

オ 使用料及び賃借料 

カ 通信運搬費 

キ 委託費 

(２) 各年度において、(１)の救助事務費に支出できる費用は、法第21条に定める国庫負担を行う年度（以下「国庫負

担対象年度」という。）における各災害に係る(１)アからキまでに掲げる費用について、地方自治法施行令（昭和22年

政令第16号）第143条に定める会計年度所属区分により当該年度の歳出に区分される額を合算し、各災害の当該合算した

額の合計額が、国庫負担対象年度に支出した救助事務費以外の費用の額の合算額に、次のアからキまでに掲げる区分に

応じ、それぞれアからキまでに定める割合を乗じて得た額の合計額以内とする。 

ア 3,000万円以下の部分の金額については、100分の10 

イ 3,000万円を超え6,000万円以下の部分の金額については、100分の９ 
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ウ 6,000万円を超え１億円以下の部分の金額については、100分の８ 

エ １億円を超え２億円以下の部分の金額については、100分の７ 

オ ２億円を超え３億円以下の部分の金額については、100分の６ 

カ ３億円を超え５億円以下の部分の金額については、100分の５ 

キ ５億円を超える部分の金額については、100分の４ 

(３) (２)の「救助事務費以外の費用の額」とは、１に規定する救助の実施のために支出した費用及び２に規定する実

費弁償のため支出した費用を合算した額、法第９条第２項において準用する法第５条第３項に規定する損失補償に要し

た費用の額、政令第８条第２項に定めるところにより算定した法第12条の扶助金の支給基礎額を合算した額、法第19条

に規定する委託費用の補償に要した費用の額並びに法第20条第１項に規定する求償に対する支払に要した費用の額（救

助事務費の額を除く。）の合計額をいう。 

附 則（昭和41年４月１日告示第210号） 

この告示は、公表の日から施行する。 

（中略） 

前 文（抄）（令和元年11月８日告示第251号） 

令和元年 10月１日から適用する。 


